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はじめに 

  

 

 地方公務員の給与については、制度と水準の両面で国家公務員の給与に準拠す

るべきとの考え方が長く採られてきたが、本格的な地域主権の時代にも対応し、

地域の民間給与水準のより適切な反映が求められている。 

地域の民間給与水準を反映した独自水準の給料表を作成するための取組は、既

に一部の人事委員会において見られるところである。しかし、このような取組は、

必ずしも十分な広がりを見せているとは言い難い状況にある。 

 また、一部の地方公共団体において独自構造の給料表が用いられているが、今

後、中期的な課題として、他の地方公共団体においても、独自構造の給料表が検

討されることが想定される。 

 「地方公務員の給料表等に関する専門家会合」では、各地方公共団体における

これらの課題の検討に資するため、平成２１年７月以来、６回の会合を重ね、給

料表等に関する基本的な考え方や作成方法等について、専門的見地から検討を行

った。 

この度、専門家会合としての検討結果を整理し、ここにとりまとめを行うこと

としたものである。 
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Ⅰ 検討の前提 

 

 

地方公務員の給与は、地方公務員法第２４条第３項の規定に基づき、「生計

費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その

他の事情を考慮して定めなければならない」こととされ、その具体の内容は、

各地方公共団体の条例等で定められている。 

従来、「均衡の原則」と呼ばれる地方公務員法第２４条第３項の規定の実際の

解釈・運用としては、国家公務員の給与に準ずること（＝いわゆる「国公準拠」）

により実現されると解されてきた1。これは、毎年、官民給与比較及び生計費を

考慮して行われる人事院勧告に基づいて決定される国家公務員給与には、生計

費及び民間賃金についての考慮が織り込まれていることから、国家公務員と同

種の職務に従事する地方公務員の給与についてこれに準ずることとすれば、国

及び他の地方公共団体とも均衡がとれることとなり、この規定の趣旨に最も適

合することになると考えられていたことによるものである。 

平成１８年３月、「地方公務員の給与のあり方に関する研究会」は、平成１６

年１０月以来の検討結果を、報告書としてとりまとめた2。 

報告書では、「制度及び水準の両面について国家公務員の給与に準じることで、

あるべき地方公務員の給与が実現されるという従来の『国公準拠』の考え方に

ついては、再考すべき時期に来ている」という問題意識が示され、５つの要素

を考慮して給与決定を行うこととする「均衡の原則」の意義は妥当なものと確

認した上で、以下のとおり、従来の国公準拠の考え方を刷新することが提言さ

れた。 

  

Ａ 給与制度（給料表の構造や手当の種類・内容等）については、公務として

の近似性・類似性を重視して均衡の原則が適用されるべきである。この場合、

公務にふさわしい給与制度としては、現状での取組みとしては、地方公務員

と同様に情勢適応の原則や職務給の原則の下にあり、人事院等の専門的な体

                         
1  資料１「かつての均衡の原則の運用」参照。 
2  資料２「地方公務員の給与のあり方に関する研究会について」参照。 



3 

 

制によって制度設計されている国家公務員の給与制度を基本とすべきであ

る。 

但し、これは、国と地方公共団体の違いに基づく差異とともに、情勢適応

の原則や職務給の原則にのっとった合理的な範囲内で、個々の地方公共団体

の規模、組織等も考慮されるべきものであり、画一的に国家公務員の給与制

度と合致することを求めるものではない。 

Ｂ 給与水準については、地方分権の進展を踏まえ、地域の労働市場における

人材確保の観点や、住民等の納得を得られる給与水準にするという要請がよ

り重視されると考えられることから、地域の民間給与をより重視して均衡の

原則を適用すべきである。具体的には、Ａの下で、各地方公共団体がそれぞ

れの地域民間給与の水準をより反映した給料表を定めるべきである。すなわ

ち、給料表の構造については、国の俸給表の構造を基本にした上で、地域民

間給与の水準を反映するため、給料表の各号給の額について、一定の調整を

行った給料表とする等の措置をとるべきである。 

この場合、仮に民間給与が著しく高い地域であったとしても、公務として

の近似性及び財源負担の面から、それぞれの地域における国家公務員の給与

水準をその地域の地方公務員の給与の水準決定の目安と考えるべきである。

生計費及び他の地方公共団体の職員の給与は、以上の考え方の下で、考慮

要素のひとつとして勘案されるべきものである。 

 

  その後、総務省においても、報告書で提言された考え方に沿って、給与制度

については国家公務員の給与制度を基本としつつ、給与水準については地域の

民間給与をより重視して均衡の原則を解釈・運用し、地方公共団体への助言等

が行われている。 

  そのような状況の中、既に、一部の地方公共団体では、地域における民間給

与水準を適切に反映させる観点から、国の俸給表構造を援用しつつ、水準につ

いて独自の調整を行う取組が見られている3。 

他方、従来、構造面でも水準面でも国と同じ給料表を用いてきた団体におい

ては、水準の独自調整は、速やかに実現すべきものであるが、未実施の団体に

おける検討や実施に資するため、独自水準の給料表についての基本的な考え方

                         
3  資料３「都道府県・指定都市における一般行政職給料表の構造・水準」参照。 
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や具体的な方法を整理する必要がある。 

更に、現状では東京都や政令指定都市等一部の地方公共団体において見られ

る国の俸給表とは級や号給の構成が異なる独自構造の給料表について、今後、

導入の検討を行う地方公共団体もあると考えられることから、中期的な課題と

して、独自構造の給料表を作成する場合の考え方について整理する必要がある。 

  そこで、この専門家会合では、以下のとおり論点を設定し、議論を重ね、そ

の結果をとりまとめたものである。 

  

１ 給与改定原資の配分 

 ２ 独自水準の給料表 

 ３ 独自構造の給料表 

 ４ 一般行政職以外の給料表 

 ５ 人事委員会を設置していない市町村における対応 

 

なお、現在、公務員の労働基本権のあり方について検討が行われており、こ

の検討の結果、現行の給与決定方式に関する制度の抜本的な改正が行われるこ

とも考えられる4。しかし、給与決定のプロセスが変更されるとしても、給料表

の作成等について、その考え方を整理することは有意義であり、また、給与に

関しては、制度改正に際しての連続性が重視される傾向も強いと言える。 

この専門家会合では、現行制度を前提として議論を行ってきたが、ここで整

理された内容は、新たな制度の下でも、活用され得るものと考えている。 

 

 

                         
4  資料４「国家公務員制度改革基本法（抄）」参照。 
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Ⅱ 論点に関する考え方 

 

 １ 給与改定原資の配分 

 

（１）給料（本給）と手当の配分 

 

毎年の給与改定に当たっては、公民比較により生じた較差を、どのよう

に配分するかが問題となる5 6。具体的には、まず、公民比較の対象となる

給与には、給料（本給）と諸手当があるが、国家公務員の給与との比較も

念頭に、給料と諸手当との配分をどのように考えるかが問題となる7。 

この点に関し、諸手当を含む給与について民間との均衡が図られていれ

ば、給料と諸手当との配分については問題としないとする考え方もありう

る。しかし、公務としての近似性・類似性を考慮した場合、諸手当が国と

異なることについては、住民の理解と納得を十分に得ることが必要である。

「地方公務員の給与のあり方に関する研究会」報告書においても、「手当の

種類・内容」については、「給与制度」として、公務としての近似性・類似

性を重視して均衡の原則を適用すべきものと整理されている。 

 

    また、国と地方の給与水準の比較については、現在、諸手当を含まず、

給料を学歴と経験年数を揃えてラスパイレス比較をする方式が定着してい

る8。 

    この方式については、①学歴と経験年数だけではなく、役職段階等の要

素を含めたものとするべきではないか、②給料だけではなく、諸手当を含

めたものとするべきではないか、という意見も見られる。①については、

全地方公共団体の比較を行うためには、客観的に把握が可能であり、かつ、

給与決定において重要な要素を基準とすることが必要であることから、学

歴と経験年数を基準としているものである。 

                         
5  資料５「人事委員会における給与勧告の仕組み」参照。 
6  資料６「地方公務員給与と民間給与との比較方法」参照。 
7  資料７「公民比較における比較給与の範囲」参照。 
8  資料８「ラスパイレス指数について」参照。 
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その他の手法として、例えば、役職段階を要素とする場合には、そもそ

も組織構成の異なる全ての地方公共団体について役職段階を揃えることは

困難である。また、国と同じ構造の給料表を用いていることを前提に、級

のみを基準として比較する場合には、昇格スピードを速めた方が指数が低

くなり、給与水準を比較する指数としては問題があり、このような手法は

採用できないものである。 

また、②については、地域手当、扶養手当、住居手当等、支給要件が職

務内容とは直接関係しない手当を対象とした場合、同一の制度の内容であ

っても、支給要件ごとの職員分布により、指標が異なることとなり、特に、

地域手当については影響が大きいといった課題や、期末・勤勉手当を含め

る場合、実支給額を比較するには年度の終了を待つ必要があるといった課

題等があり、これらの課題を整理する必要がある。 

 

    給料と手当との配分については、国との均衡も考慮しつつ、十分な説明

責任を果たす必要がある。 

現在、各地方公共団体では、総務省が共通様式を示す「給与情報等公表

システム」による情報開示が図られているが、この共通様式では、諸手当

についての国との異同を説明することが求められている。また、各人事委

員会では、給与勧告とあわせて勧告前後の職員の給与情報を公表している

が、一部の人事委員会では、年収ベースでのモデル給与を公表している。  

これらの取組を踏まえ、各地方公共団体において、引き続き、情報開示

を徹底するべきである9。 

 

 

 （２）役職段階間・世代間、地域間の配分 

 

    次に、役職段階間・世代間、地域間など、職員間での配分をどのように

行うべきかについて考え方を整理する。この問題は、次の「（３）民間給与

の動向の反映」と同様、給料表の作成に際しても関連するものであり、「２ 

独自水準の給料表」、「３ 独自構造の給料表」で述べる事項と重複する点

                         
9  資料９「給与情報等公表システムの概要」参照。 
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もあるが、ここでは、基本的な考え方等、独自水準の給料表を作成する場

合にも、独自構造の給料表を作成する場合にも共通する事項を中心に述べ

る。 

 

近年、国・地方の双方で、能力・実績主義の人事評価に基づく人事管理

を前提とし、職務給の原則を徹底する方向での制度改正が行われている10 
11。民間においても、個々の企業の実態に応じ、「行き過ぎた成果主義」を

見直す動きが見られるものの、全体としては、人材育成にも考慮した客観

的かつ公正な人事評価システムを構築し、これを給与にも反映しようとす

る傾向が見られる。 

地方公務員の給与についても、引き続き、このような方向を指向すべき

であると考えられ、給与改定を行うに際しても、留意が必要である。 

 

職員間の配分のうち、地域間の配分については、手当の種類と内容につ

いて、国家公務員の給与制度を基本とするとの考え方によれば、国と同様、

主として地域手当によることとなる。国家公務員の地域手当については、

１０年間（平成６年～平成１５年）の賃金構造基本統計調査のデータを基

に、人口５万人以上の市の民間給与水準を指数化し、この指数の段階等に

応じた支給割合を人事院規則で規定している12。このように、国家公務員

の地域手当の支給割合が、市町村の区域を単位として客観的な統計数値を

基に算出されていることを踏まえれば、これと同じ支給割合を定めること

を基本とすべきであり、これと異なる支給割合を設定する場合には、十分

な説明責任が求められるものと考えられる。 

 

なお、現在、多くの地方公共団体で、厳しい財政状況等を理由とし、人

事委員会の勧告等に基づかない臨時的・特例的な独自の給与削減措置が行

われている13。その内容は団体ごとに多様であるが、役職段階に応じて給

料や管理職手当の削減率を高くしている団体も多い。このような団体にお

                         
10  資料１０「人事評価結果に基づく給与への反映」参照。 
11  資料１１「給与構造の改革」参照。 
12  資料１２「地域手当の指定基準について」参照。 
13  資料１３「地方公共団体における独自の給与削減措置の状況」参照。 
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いては、独自の給与削減措置により、本来の給与体系とは異なった支給実

態となっていることに留意して給与の分析を行う必要があろう。 

また、現在、一般的な制度上の措置としても、人事委員会の勧告等に基

づき、給与構造改革に伴う経過措置として、現給保障措置を講じられてい

る職員が多く見られる。これらの職員についても留意して給与の分析を行

う必要がある。 

 

 

 （３）民間給与の反映 

 

次に、民間給与の反映のあり方について整理する。 

人事院勧告においても、水準については、民間給与を精確に比較し、較

差の完全解消を基本としている。ただし、官民比較は、企業規模別、学歴

別、役職段階別、勤務地域別、年齢別のラスパイレス比較によっているが、

区分ごとの較差を解消しようとするものではなく、全体としての水準比較

を行い、較差の解消が図られている。 

また、手当の内容等についても、民間の全体的な傾向を把握し、これを

公務員給与の制度設計に活用している。 

 

そもそも、現在、公務員の給与水準について民間準拠が基本とされてい

る理由は、市場原理による決定が困難であることから、職員に対して社会

一般の情勢に適応した適正な給与を確保するとともに、民間賃金の水準と

均衡を図ることが、納税者である国民の理解を得る上で最も合理的である

とされていることによる。 

ただし、賃金体系や手当の種類・内容は、企業の人事管理の方針等に応

じ、多様なものとなっている。 

これを踏まえれば、公務員と民間との全体の較差については完全解消を

基本とするとともに、民間の賃金体系や手当の種類・内容については全体

としての傾向を公務員給与の制度設計に活用するという現在の考え方は、

妥当なものである。地方公務員の給与についても、引き続き、このような

考え方によるべきものと考えられる。 
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 ２ 独自水準の給料表  

    

「Ⅰ 検討の前提」で述べたとおり、現在、一部の都道府県・政令指定

都市において、地域における民間給与水準を適切に反映させる観点から、

国の俸給表構造を援用しつつ、水準について独自の調整を行う例が見られ

る14。 

このような独自水準の給料表は、「均衡の原則」の実際の運用として、速

やかに実現すべきものであるが、各人事委員会等から技術的な課題等を指

摘する声もあり、導入が進んでいない面がある。 

以下では、未導入の団体における検討・導入に資するため、技術的な課

題を念頭に置きつつ、基本的な考え方を整理する。 

 

「地方公務員給与のあり方に関する研究会」報告書では、「国の俸給表

の構造を基本にした上で、地域民間給与の水準を反映するため、給料表の

各号給の額について、一定の調整を行った給料表とする等の措置をとるべ

き」とされているが、「一定の調整」の具体的内容としては、国の俸給表

の月額に、①一定率を乗じる、②一定額を加減する、③若年層（低位級・

号給）に手厚く傾斜配分する、といった手法が考えられる。実際にも、既

に一部の地方公共団体においては、これらの手法による給料表の改定等が

行われている。 

いずれの手法によるかは、算出された公民較差の大きさにもよるが、一

定率を乗じることとした場合、マイナスの率であればカーブがフラット化

し、プラスの率であればその逆になることに留意した上で、近年、職務給

の原則を徹底させる観点から、給与カーブのフラット化が指向されている

ことや、改定前の役職段階間・世代間の配分等がどのようになっているか

を考慮して調整を行うべきである。 

 

また、技術的課題として、昇格時号給対応の取扱いと給与構造改革の経

過措置（現給保障）対象者の取扱いが指摘されることがある。 

                         
14  資料１４「国の俸給表構造を援用しつつ水準調整を行う人事委員会勧告の例」参照。 
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昇格時号給対応の取扱いについては、国の俸給表構造を援用することを

前提とすれば、昇格時号給対応表についても国の対応表を援用することが

整合的と考えられる。既に独自水準の給料表を作成している地方公共団体

においても、改定後の給料表における対応関係を確認した上で、昇格時号

給対応表は国と同じものを用いている。なお、平成２１年の人事院勧告に

基づく国家公務員の給与改定においては、俸給表の改定に伴う昇格時号俸

対応表の改正は行われなかった。これは、俸給表の改定が各級とも同程度

の低率のものであったため、昇格時号俸対応の関係を変更する必要がなか

ったことによるものと考えられる。 

 

給与構造改革の経過措置（現給保障）は、給与構造改革前の給料月額の

水準を保障するものである。したがって、給料表の引上げ改定を行う場合

は、経過措置額を引き上げる必要はないものである。他方、この経過措置

は、絶対的な水準として給与構造改革前の給料月額を保障するものではな

いことから、給料表を引下げ改定する場合には、経過措置対象者の取扱い

については、その他の者との均衡に配慮し、調整を行うべきである。なお、

平成２１年の人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定においては、俸給

月額を引き下げない職員を除いた平均的な改定率を用いて経過措置額の算

定基礎となる額を引き下げることとされている。 

 

また、独自水準の給料表を作成した場合、次年度以降の改定について、

国の俸給表との均衡をどのように図るかという課題がある。これについて

は、当該年度の国の改定内容を踏まえつつ、前年度の当該団体の給料表（既

に独自水準となっている給料表）との連続性に留意する必要があるが、国

の構造を援用している限りは、特に大きな問題は生じないものと考えられ

る。 

 

    上記の考え方により、既に一部の団体で取り組まれているとおり、全体

の公民較差を算出し、諸手当について国家公務員との均衡に留意して所要

の改定を行う（又は行わない）こととした上、残る較差を解消するため、

国の俸給表構造を基本とした上で、一定の調整を行う手法が合理的と考え
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られる15。 

 

 

 ３ 独自構造の給料表 

 

   前述のとおり、地方公務員の給与についての現状での取組としては、制度

は国を基本としつつ、水準は地域の民間給与の反映を重視する観点から、国

の俸給表構造を基本とした上で、水準について一定の調整を行う手法が合理

的と考えられる。 

一方、中期的な課題として、独自構造の給料表についての考え方を整理す

る必要がある。 

 

独自構造の給料表は、理論的には、①国と組織構成や職務内容が大きく異

なることを前提に、当該団体によりふさわしい級制や格付けを可能とする、

②能力・実績主義を徹底した人事評価結果の給与への反映を前提に、国と異

なる号給の構成を可能とする、等のメリットがあると考えられる16。 

 

現在、東京都や政令指定都市等において独自構造の給料表が採用されてい

るが、その導入の経緯や目的は団体ごとに様々なものと考えられる。これら

の給料表の構造を見ると、職務給原則の観点から、一職一級制に近いものと

なっているという面はあるが、一方で、構造について見ると、各級の号給数

が多い、最高額と最低額の幅が大きい、級間の重なりが大きいといった面も

ある17 18。また、その運用ともあいまって、総じて国と同じ構造の給料表を

用いている団体に比較して水準が高く、国と比較して年齢に応じた平均給料

月額の上昇度合いが高い団体も見られるところである19。 

 

                         
15  資料１５「給料表の改定の流れ（一般的なイメージ）」参照。 
16  資料１６「給料表の構造に独自性を持たせる際の視点」参照。 
17  資料１７「国と独自構造の給料表を用いる団体Ａの給料カーブ比較」参照。 
18  資料１８「独自構造の給料表を用いる団体Ａにおける級間の重なり」参照。 
19  資料１９－１「独自構造の給料表を用いる団体Ｂの経験年数別・平均給料月額」参照。 

資料１９－２「独自構造の給料表を用いる団体Ｃの経験年数別・平均給料月額」参照。 
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ラスパイレス指数は、給料について全体の水準を比較するものであるが、

年齢区分間の水準差を検証する場合には、別の手法が必要となる。例えば、

住民の視点からは、年齢区分ごとの平均給料月額・平均給与月額について、

国や他の地方公共団体と比較し、年功的なものとなっていないことの説明が

求められるであろう。 

この点について、国と同じ構造の給料表を用い、職務の級の格付けや昇格

管理も適正である場合には、これらの水準差についても、国や他の地方公共

団体との均衡が図られていると推定される。また、平成１８年度からの給与

構造改革の成果として、国の俸給表構造は、給与カーブがフラット化され、

級間の重なりが縮小されるなど、年功的な給与の上昇を抑制し、より職務給

の原則を徹底するものに改正されており、民間の給与カーブの傾向にも沿っ

たものとなっているものである。 

他方、独自構造の給料表を用いている場合には、年齢区分間の水準差が適

切なものとなっているという推定は働かないものである。 

この専門家会合における検証・分析では、大きな乖離は確認されなかった

が、国に比較して年功的な運用となっている団体の例も見られた。独自構造

の給料表を用いる場合には、給与カーブの傾き、職務の級間の重なり、号給

の幅、組織構成を反映した職務の級の格付け等において、国よりも職務給の

原則を徹底したものであるなど、運用面を含めた合理性について十分な説明

責任を果たす必要があると考えられる。 

 

 

 ４ 一般行政職以外の給料表 

    

   １～３の議論は、基幹職種である一般行政職（国の行政職俸給表（一）適

用職員）の給与を念頭に置いたものであるが、一般行政職以外の給与につい

て、特に、地域における民間給与水準の適切な反映をどのように考えるかを

整理する必要がある。 

 

現在の公民比較は、公務の一般行政職と民間の同種・同等の従業員との比

較によっており、その比較結果を基に、較差の完全解消を基本として給与改

定が行われている。これは、一般行政職が、基幹職種であること、民間の同
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種・同等の従業員のサンプルが得られやすいことを前提としている。 

既に独自水準の給料表を導入している地方公共団体においても、基幹職種

である一般行政職を基本として民間の給与水準の反映を図ることとした上、

他の職種の給料表についても、職務内容に応じた絶対水準の差異を前提とし

て、年齢等の対応関係を踏まえつつ、一般行政職と同様の調整が行われてお

り、この手法は合理的なものと言える20。 

ただし、国に類似職種のある職種（医療職、公安職等）については、当該

職種の国の俸給表の構造がこれらの職種のキャリア・パスを踏まえたものと

なっていることに留意する必要があるとともに、サンプル数が限られる等の

課題はあるが、地域における民間の類似職種についても、対象となる民間労

働者の属性に十分留意の上、人事委員会の調査結果以外の統計調査（賃金構

造統計基本調査等）により傾向を把握することは有用と考えられる21。これ

らの分析の結果、特定の職種について、客観的な指標を基に、他の職種とは

異なる内容の水準調整を行うことも考えられる。この点、医療職俸給表(一)

適用職員の給与が、平成２０年の人事院勧告において大幅に引き上げられ、

平成２１年の人事院勧告では据え置かれるなど、他の職種とは異なる改定内

容とされたことが参考となる。 

なお、技能労務職員については、地方公務員法上、人事委員会勧告の対象

外であるなど、地方公務員の他の職種とも、国の行政職俸給表(二)適用職員

とも法の適用関係が異なっているが、国の行政職俸給表(二)適用職員に類似

する職務内容もある。これらの職員について、一般行政職と同じ給料表を用

いることについては、行政職俸給表(一)が、行政職俸給表(二)に比較して水

準が高いだけでなく、カーブが急であるなど構造が異なることからしても、

住民の理解を得ることは困難と言わざるを得ない22。 

 

 

 

                         
20  資料２０「国の俸給表構造を援用しつつ水準調整を行う都道府県・指定都市における一

般行政職以外の給料表の水準の状況」参照。 
21  資料２１「職種別民間給与実態調査と賃金構造基本統計調査の比較」参照。 
22  資料２２「技能労務職員の給与に係る基本的考え方に関する研究会報告書のポイント」

参照。 
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５ 人事委員会を設置していない市町村における対応 

 

   １～４の議論は、人事委員会を設置している地方公共団体を念頭に置いた

ものであるが、人事委員会を設置していない市町村においても、地域の民間

給与水準の適切な反映という課題はあり、また、給与改定に当たって何を参

考指標とするかということについての説明責任が求められるものである。 

 

人事委員会を設置していない市町村においては、現行制度の下で、独自の

民間給与水準の調査にコストを費やすことは、市町村ごとに得られるサンプ

ル数には限界があり、精確な比較に課題があること、費用対効果等の面で必

ずしも住民の理解を得られるものとは考えられないことからすれば、都道府

県人事委員会の調査結果を参考とすることが合理的なものと考えられる。 

 

一方、現状では、都道府県が独自水準の給料表を用いている場合でも、当

該都道府県内の市町村においては、当該都道府県と同様の水準調整は行われ

ず、国と同じ水準の給料表を用いている例が多く見られる23。 

しかし、人事委員会を設置していない市町村においては、基本的には、当

該都道府県と同様の水準調整を行った給料表を用いることにより、地域の民

間給与水準の反映を行うべきものと考えられる。 

 

なお、現在、多くの市町村では、国の俸給表構造の中・下位級のみを用い

る手法が採用されているが、この手法は、市町村が簡素な組織であることか

らすれば、合理的なものと考えられる24 25。 

                         
23  資料２３「国の俸給表構造を援用しつつ水準調整を行う都道府県の県庁所在市の給料表

の状況」参照。 
24  資料２４「地方公共団体における級制別の団体数」参照。 
25  資料２５「地方公共団体における組織・職制構成（一般的な例）」参照。 
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おわりに 

 

 

 地域主権を本格的に推進するためには、地方公共団体の行政運営について、国

民・住民のより一層の理解と納得を得る必要がある。特に、人件費が各地方公共

団体の予算・決算の大きな部分を占めること、地方公務員の給与については国民・

住民の関心が高いことからすれば、各地方公共団体において、職員の給与につい

ての説明責任を果たすことが重要である。 

 他の行政分野においてと同様、地方公務員の給与制度・運用についても、各地

方公共団体の実態に応じた創意工夫が発揮されるべきものであるが、このような

創意工夫は、公務能率の向上を促し、住民サービスの向上に資するものであるこ

とが必要であるとともに、その内容について、国や他団体との比較が可能である

など、透明性が確保されたものであることが前提となるべきである。 

 公務員給与の制度・運用については、技術的・専門的な側面が強いが、そのこ

とを理由に、住民への説明責任がおろそかになってはならない。 

 この専門家会合では、これらのことを念頭に、地方公務員の給料表の作成等に

ついての議論を重ね、とりまとめを行ったものである。 

 各地方公共団体において、このとりまとめが活用され、給料表の作成等につい

ての議論が深められ、かつ、職員の給与がより一層、住民の理解と納得を得たも

のとなるよう、従来にも増して、質の高い効率的な行政サービスが提供されるこ

とを期待するものである。 
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かつての均衡の原則(地方公務員法第24条第3項)の運用(国公準拠)

○地方公務員法（抄）

第二十四条 １～２ 略

３ 職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事

者の給与その他の事情を考慮して定められなければならない。

４～６ 略

○均衡の原則の実際の運用としては、「国家公務員の給与に準ずる」
ことによって実現されると解されている。
（＝いわゆる「国公準拠」）

・昭和３５年４月１日各都道府県知事あて自治省行政局長通知ほか

（根拠）
○国家公務員の給与は人事院勧告によって決定されているが、人事院はその整備

された体制によって給与制度の研究を行い、毎年官民給与比較及び生計費を考

慮して、報告または勧告を行ない、これに基づいて給与が決定されている。

○国家公務員の給与には、生計費及び民間賃金についての考慮が織り込まれてい

るので、これと同種の職務に従事する地方公務員の給与について、これに準じ

ることとすれば、国及び他の地方公共団体とも均衡がとれることとなり、地方

公務員法第２４条の規定の趣旨に最も適合することとなる。

・なお、この場合、「国に準じる」とは、当該団体の組織、規模、地域の社会的条件等に

応じ、合理的な範囲内において国の制度を修正し、その団体に適したものとして適用

することとされている。

（内容）
○「給与制度」の面と「給与水準」の面の２点から国家公務員と比較

（１）給与制度
・給料表の構造、初任給、昇格・昇給の決定方法、各種手当の種類と内容等

（２）給与水準
・ラスパイレス方式などの統計的な水準比較

1
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地方公務員の給与のあり方に関する研究会について

１ 目的

地方公務員の給与について、分権時代に対応するとともに地域の民間給与の状況をより

的確に反映するための人事委員会機能の強化等について、有識者により幅広い観点から検

討を行うため

２ 研究項目

（１）地方公共団体における給与決定の考え方

（２）人事委員会の機能強化のあり方

（３）地域の民間給与の状況を的確に反映するための参考となる指標のあり方

（４）給与構造の見直しの方向性、など

３ 検討経緯

・平成16年10月18日 第１回研究会

・平成17年３月30日 中間整理公表

・平成17年８月11日 地方公務員の給与構造の見直しに関する基本的方向性公表

・平成18年３月27日 報告書公表

４ 委員（敬称略）

【座 長】 塩 野 宏 （東京大学名誉教授）

【座長代理】 清 家 篤 （慶應義塾大学商学部教授）

上 村 武 志（読売新聞社論説委員会副委員長）

植 本 眞砂子（全日本自治団体労働組合副中央執行委員長）

内 田 公 三（全国人事委員会連合会会長）

太 田 聰 一（慶應義塾大学経済学部教授）

久保田 利 昭（静岡県人事委員会委員）

須 賀 恭 孝（日本労働組合総連合会総合労働局長）

中 川 浩 明（全国知事会事務総長）

西 村 美 香（成蹊大学法学部教授）

丸 山 誠 （日本電気株式会社顧問）

森 博 幸（鹿児島市長）（平成18年１月～）

山 野 岳 義（人事院事務総長）

芳 山 達 郎（（財）地方自治情報センター理事長）

（藤 森 英 二（前福島県郡山市長）（平成16年10月～17年３月））

（渡 辺 勉 （前岩手県花巻市長）（平成17年４月～17年12月））
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

級
　
数

給 料 表 の 構 造 給料表の水準

国と同じ 国 と 異 な る
国と
同じ

国と異なる

全く 主とし やや 主とし 主とし 全くの 全く 一部 全くの
同じ て同じ 異なる て合成 て独自 独自 同じ 独自 独自

10 ○ ○

10 ○ ○

10 ○ ○

10 ○ ○

9 ○ ○

9 ○ ○

10 ○ ○

9 ○ ○

9 ○ ○

9 ○ ○

10 ○ ○

10 ○ ○

7 ○ ○

10 ○ ○

10 ○ ○

10 ○ ○

9 ○ ○

9 ○ ○

9 ○ ○

9 ○ ○

北 海 道

青 森 県

岩 手 県

宮 城 県

秋 田 県

山 形 県

福 島 県

茨 城 県

栃 木 県

群 馬 県

埼 玉 県

千 葉 県

東 京 都

神奈川県

新 潟 県

富 山 県

石 川 県

福 井 県

山 梨 県

長 野 県

都道府県・指定都市における一般行政職給料表の構造・水準

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

9 ○ ○

9 ○ ○

10 ○ ○

10 ○ ○

10 ○ ○

9 ○ ○

10 ○ ○

10 ○ ○

10 ○ ○

9 ○ ○

9 ○ ○

9 ○ ○

9 ○ ○

9 ○ ○

9 ○ ○

9 ○ ○

9 ○ ○

9 ○ ○

9 ○ ○

9 ○ ○

10 ○ ○

9 ○ ○

9 ○ ○

9 ○ ○

9 ○ ○

9 ○ ○

9 ○ ○

9 ○ ○

─ 32 14 0 0 1 39 3 50

長 野 県

岐 阜 県

静 岡 県

愛 知 県

三 重 県

滋 賀 県

京 都 府

大 阪 府

兵 庫 県

奈 良 県

和歌山県

鳥 取 県

島 根 県

岡 山 県

広 島 県

山 口 県

徳 島 県

香 川 県

愛 媛 県

高 知 県

福 岡 県

佐 賀 県

長 崎 県

熊 本 県

大 分 県

宮 崎 県

鹿児島県

沖 縄 県

都道府県計

都道府県・指定都市における一般行政職給料表の構造・水準

32 14 0 0 1 39 3 50都道府県計

都道府県・指定都市における一般行政職給料表の構造・水準
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級
　
数

給 料 表 の 構 造 給料表の水準

国と同じ 国 と 異 な る
国と
同じ

国と異なる

全く 主とし やや 主とし 主とし 全くの 全く 一部 全くの
同じ て同じ 異なる て合成 て独自 独自 同じ 独自 独自

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

10 ○ ○

8 ○ ○

8 ○ ○

8 ○ ○

8 ○ ○

8 ○ ○

9 ○ ○

8 ○ ○

9 ○ ○

9 ○ ○

9 ○ ○

8 ○ ○

10 ○ ○

8 ○ ○

9 ○ ○

8 ○ ○

7 ○ ○

8 ○

23121─

5 18

○

13

─ 36 14 0 1

1004

合　　計

指定都市計

札 幌 市

仙 台 市

さいたま市

千 葉 市

横 浜 市

川 崎 市

新 潟 市

静 岡 市

浜 松 市

名古屋市

京 都 市

大 阪 市

堺    市

神 戸 市

岡 山 市

広 島 市

北九州市

福 岡 市

1 13 42

※参考：平成２１年地方公務員給与実態調査（給与カード）

【凡例】

ア

イ

ウ

エ

オ

ア

イ

ウ

全く同じ…国と全く同じもの。

○　給料表の構造

○　給料表の水準

全く同じ…国の俸給月額に対応する各級号給の給料月額が、国と全く同じもの。

一部独自…国の俸給月額に対応する各級号給の給料月額が、国と一部異なるもの。

全く独自…国の俸給月額に対応する各級号給の給料月額が、国と全く異なるもの。

「主として合成」及び「主として独自」…上記アからエまでのいずれにも該当しないも
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のについては、合成部分と独自部分の比重に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よって、いずれかに区分すること。

全くの独自…当該給料表の中に国と同じ又は合成（国の俸給表のうち２以上の級を合成
　　　　　　したものをいう。）に係る級を含まないもの。また、給与構造の見直しに
　　　　　　よる給料表の見直しを行っていない団体は、「全くの独自」とすること。

やや異なる…上記ア及びイとは、最下位の級が国の１級と２級を合成したものであると
　　　　　　いう点で異なるもの。

主として同じ…国の給料表と同じ構造であるが、国の初号俸または最高号俸を、超える
　　　　　　　もしくは下回る月額区分を定めた号給があるもの。
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国家公務員制度改革基本法（平成 20 年６月 13 日法律第 68 号）（抄） 

 

 

 

（目的） 

第１条 この法律は、行政の運営を担う国家公務員に関する制度を社会経済情勢の変

化に対応したものとすることが喫緊の課題であることにかんがみ、国民全体の奉仕

者である国家公務員について、一人一人の職員が、その能力を高めつつ、国民の立

場に立ち、責任を自覚し、誇りを持って職務を遂行することとするため、国家公務

員制度改革について、その基本理念及び基本方針その他の基本となる事項を定める

とともに、国家公務員制度改革推進本部を設置することにより、これを総合的に推

進することを目的とする。 

 

 

（改革の実施及び目標時期等）  

第４条 政府は、次章に定める基本方針に基づき、国家公務員制度改革を行うものと

し、このために必要な措置については、この法律の施行後５年以内を目途として講

ずるものとする。この場合において、必要となる法制上の措置については、この法

律の施行後３年以内を目途として講ずるものとする。 

２ （略） 

 

 

（労働基本権）  

第 12 条 政府は、協約締結権を付与する職員の範囲の拡大に伴う便益及び費用を含

む全体像を国民に提示し、その理解のもとに、国民に開かれた自律的労使関係制度

を措置するものとする。 

 

 

附 則 

（地方公務員の労働基本権等） 

第２条 政府は、地方公務員の労働基本権の在り方について、第 12 条に規定する国

家公務員の労使関係制度に係る措置に併せ、これと整合性をもって、検討する。  

２ （略） 
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人
事
委
員
会
に
お

け
る
給
与
勧
告
の

仕
組
み

○
人

事
院

の
給

与
勧

告
と
同

じ
仕

組
み

・
公

務
員

と
民

間
の

給
与

及
び
ボ
ー
ナ
ス
を
調

査
し
た
上

で
、
精

密
に
比

較
し
、
勧

告
を
実

施
。

・
民

間
給

与
調

査
（
全

国
共

通
）
は

人
事

院
と
の

共
同

調
査

。
比

較
の

方
法

は
人

事
院

と
同

じ
。

民
間

給
与

調
査

（
全
国
共
通
、
人
事
院
と
の
共
同
調
査
）

企
業
規
模
５
０
人
以
上
か
つ
事
業
所
規
模
５
０
人
以
上

（
全
国
約

10
20

0事
業
所
（
母
集
団
約

54
00

0事
業
所
）
）

職
員

給
与

調
査

（
全
職
員
）

民
間

給
与

を
よ
り
広

く
把

握
し
反

映
（H

1
8
～
）

・
企

業
規

模
を
１
０
０
人
以
上
→
５
０
人

以
上

（
全
国
約

10
,2

00
事
業
所
（
母
集
団
約

54
,0

00
事
業
所
）
）

前
年

８
月

か
ら

当
年
７
月
ま
で
の

ボ

【
民

間
給

与
】

事
務
・
技
術
関
係
従
業
員
の
４
月
分
実
支
給
額

【
職

員
給

与
】

行
政
職
の
職
員
の
４
月
分
実
支
給
額

規
・

比
較

対
象

を
ス
タ
ッ
フ
職

に
も
拡

大

改
定
状
況
や

雇
用
調
整
等

の
状
況

ボ
ー
ナ
ス
の
支
給
状
況

事
務

技
術
関
係
従
業
員
の
４
月
分
実
支
給
額

行
政
職
の
職
員
の
４
月
分
実
支
給
額

職
員
の
年
間
支
給

月
数
と
比
較

仕
事

の
種

類
、
役

職
段

階
、
学

歴
、
年

齢
を
同

じ
く
す
る
者

同
士

の
給

与
を
比

較
（
ラ
ス
パ

イ
レ
ス
方

式
）

月
数
と
比
較

情
勢

適
応

の
原

則
、
均

衡
の

原
則

に
の

っ
と
り

給
料

表
改

定
勧

告
容

を
決

定

（
ラ
ス

イ
レ
ス
方

式
） 国

公
準

拠
の

刷
新

（
H
１
８
～

）

従
前
の
国
公
準
拠
の
考
え
方
を
刷
新
し
、

他
の
地
方
公
共
団
体
の
給
与

人
事

委
員

会
勧

告
（
９
月
～
１
０
月
）

給
料

表
・
手

当
の

改
定

勧
告

内
容

を
決

定
従
前
の
国
公
準
拠
の
考
え
方
を
刷
新
し
、

地
域
民
間
給
与
を
よ
り
一
層
反
映
。

人
事
院
勧
告
の
取
扱
い
閣
議
決
定

人
事
院
の
給
与
勧
告

人
事

委
員

会
勧

告
（
９
月
～
１
０
月
）

県
議
会

知
事

給
与

条
例

改
正

案
（
１
２
月

議
会

）

給
与
改
定
事
務
次
官
通
知
（
助
言
通
知
）
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地
方
公
務
員
給
与
と
民
間
給
与
と
の
比
較
方
法

人
事
院
に
よ
る
国
家
公
務
員
給
与
と
民
間
給
与
の
比
較
（
官
民
比
較
）
と
同
様
、
各
地
方
公
共
団
体
の
人
事
委
員
会
は
、

役
職
段

階
学
歴

年
齢
階
層
別
の
地
方
公
務
員
の
平
均
給
与
と
条
件
を
同
じ
く
す
る
民
間
の
平
均
給
与
の

そ
れ
ぞ
れ
に

役
職
段

階
、
学
歴
、
年
齢
階
層
別
の
地
方
公
務
員
の
平
均
給
与
と
条
件
を
同
じ
く
す
る
民
間
の
平
均
給
与
の

そ
れ
ぞ
れ
に

当
該
地

方
公
共
団
体
の
職
員
数
を
乗
じ
、
両
者
の
水
準
を
比
較
し
て
い
る
。
（
ラ
ス
パ

イ
レ
ス
方

式
）

（
学

）
（
年

齢
階

層
）

2
4
・
2
5
歳 2
6

2
7
歳

Ａ
県

職
員

給
与

一
般
行
政
職

Ａ
県

の
民

間
給

与

（
役
職
段
階

）

大
卒

2
2
・
2
3
歳

民
間

給
与

×
Ａ
県
職
員
数

Ａ
県

職
員

給
与

×
Ａ
県
職
員
数

（
学
歴

）
（
年

齢
階

層
）

2
6
・
2
7
歳

１
級

（
係

員
）

（
役
職
段
階

）

短
大

卒
2
0
・
2
1
歳

般
行
政
職

民
間

給
与

×
Ａ
県
職
員
数

Ａ
県

職
員

給
与

×
Ａ
県
職
員
数

２
級

（
主

任
）

３
級

（
係

長
）

高
卒

1
8
・
1
9
歳

一
般
行
政
職

民
間

給
与

×
Ａ
県
職
員
数

Ａ
県

職
員

給
与

×
Ａ
県
職
員
数

Ａ
県
職
員
給
与

５
級

（
総

括
課
長
補
佐
）

４
級

（
課

長
補
佐
）

中
卒

1
6
・
1
7
歳

民
間

給
与

×
Ａ
県
職
員
数

Ａ
県
職
員
給
与

×
Ａ
県
職
員
数

６
級

（
課

長
）

７
級

（
総

括
課
長
）

８
級

（
次

長
）

９
級

（
部

長
）

各
役

職
段

階
ご
と
に
、
「
１
級

（
係

員
）
」
と
同

様
、
学

歴
別

、
年

齢
階

層
別

に
民

間
給

与
及

び
Ａ
県

職
員

給
与

を
算

定

Ａ
県
の
民

間
給
与
総
額

÷
Ａ
県
職
員
総
数
＝
（
Ｘ
）

Ａ
県
職
員
給
与
総
額

÷
Ａ
県

職
員

総
数

＝
（
Ｙ
）

Ａ
県
の
公
民
較
差
＝
（
Ｘ
）
ー
（
Ｙ
）

7
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地方公務員

給 料 の 月 額

扶 養 手 当

管 理 職 手 当

地 域 手 当

初 任 給 調 整 手 当

住 居 手 当

単 身 赴 任 手 当 〔 基 礎 額 〕

特 地 勤 務 手 当 等

寒 冷 地 手 当

へ き 地 手 当 等

通 勤 手 当

特 殊 勤 務 手 当

単 身 赴 任 手 当 〔 加 算 額 〕

農 林 漁 業 普 及 指 導 手 当

災 害 派 遣 手 当

（ 定 時 制 通 信 教 育 手 当 ）

（ 産 業 教 育 手 当 ）

（ 義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 ）

宿 日 直 手 当

時 間 外 勤 務 手 当 等

管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当

※１

※２

※３

公民比較における比較給与の範囲

比
較
外
給
与
項
目

所
定
外
給
与

比
較
給
与
項
目

所
定
内
給
与

民間

通勤手当

時間外手当（※３）

決まって支給する給与
（※２）－時間外手当
－通勤手当

給料の月額には給料の調整額及び切替えに伴う差額を、特地勤務手当等には特地勤務手当に
準ずる手当を、へき地手当等にはへき地手当に準ずる手当を、時間外勤務手当等には休日勤
務手当及び夜勤手当を含む。また、（　　）の手当は、一般行政職には支給されない手当で
あることを示す。

職種別民間給与実態調査における「決まって支給する給与」をいい、基本給、家族手当、地
域手当、通勤手当、住宅手当、役付手当等名称のいかんを問わず月毎に支給されるすべての
給与をいう。

職種別民間給与実態調査における「時間外手当」をいい、超過勤務手当、夜勤手当、休日手
当、宿日直手当、裁量手当等勤務実績に対して支払われる手当をいう。

8

（資料７）



ラ
ス
パ
イ
レ
ス
指
数
に
つ
い
て

あ
る
地

方
公

共
団

体
の

給
与

水
準

を
国

と
比

較
し
た
指

数
で
、
同

じ
学

歴
、
経

験
年

数
区

分
の

職
員

に
つ
い
て
、
国

と
職

員
構

成
を
同
じ
も
の
と
し
て
算

出

（
学
歴

）
（
経

験
年

数
）

１
年

以
上

２
年

未
満

２
年

～
３
年

国
家
公
務
員
俸
給
総
額

行
政
職
俸
給
表
（
一
）

Ｘ
県
の
給
料
総
額

一
般
行
政
職

大
卒

１
年

未
満

国
家
公
務
員
給

与
×
国
家

公
務

員
数

地
方

公
務

員
給

与
×

国
家

公
務

員
数

（
学
歴

）
（
経

験
年

数
）

短
大
卒

１
年

未
満

一
般
行
政
職

(行
政
職
(

))

国
家
公
務
員
給

与
×
国
家

公
務

員
数

地
方

公
務

員
給

与
×

国
家

公
務

員
数

高
卒

１
年

未
満

(行
政
職
(一

))
国
家
公
務
員
給

与
×
国
家

公
務

員
数

地
方

公
務

員
給

与
×

国
家

公
務

員
数

中
卒

１
年

未
満

国
家
公
務
員
給

与
×
国
家

公
務

員
数

地
方

公
務

員
給

与
×

国
家

公
務

員
数

Ｘ
県
の
ラ
ス
パ
イ
レ
ス
指
数
＝
（
Ｂ
）
／
（
Ａ
）
×
１
０
０

国
家

公
務
員

俸
給

総
額

（
Ａ
）

Ｘ
県

の
給

料
総

額
（
Ｂ
）

→
対
応
す
る
学
歴
・
経
験
年
数
の
職
員
の
平
均
給
与
が

国
と
同

じ
水

準
な
ら
１
０
０
と
な
る
。

9
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給
与
情
報
等
公
表
シ
ス
テ
ム
の
概
要

全
国

の
地

方
公

共
団

体
が

、
給

与
・

定
員

管
理

の
状

況
を
総

務
省

で
示

し
た
統

一
洋

式
に
そ
っ
て
ホ

ー
ム
ペ

ー
ジ

に
公

表
。

ラ
ス

パ
イ

レ
ス

指
数

の
比

較

(H
15

)

10
0.

1

(H
15

)

10
1.

2

(H
15

)

10
1.

9

(H
20

)

96
4

(H
20

)

97
.6

(H
20

)

98
.2

10
0

10
5

特
殊

勤
務

手
当

を
含

め
た

全
手

当
の

状
況

（
例

）
特

殊
勤

務
手

当

支
給

実
績

（
1
９

年
度

決
算

）
千

円

支
給

職
員

１
人

当
た

り
平

均
支

給
年

額
（
1
９

年
度

決
算

）
円

職
員

全
体

に
占

め
る

手
当

支
給

職
員

の
割

合
（
1９

年
度

）
％

96
.4

9095

△
△

市
類

似
団

体
平

均
全

国
市

平
均

職
員

全
体

に
占

め
る

手
当

支
給

職
員

の
割

合
（
1９

年
度

）
％

手
当

の
種

類
（
手

当
数

）

手
当

の
名

称
主

な
支

給
対

象
職

員
主

な
対

象
業

務
左

記
職

員
に

対
す

る
支

給
単

価

夜
間

看
護

手
当

看
護

師
等

夜
間

看
護

1
回

6
,8

0
0
円

高
所

作
業

手
当

土
木

関
係

職
員

不
安

定
な

高
所

作
業

日
額

3
0
0
円

有
害

物
質

手
当

環
境

関
係

職
員

有
害

物
の

取
扱

業
務

日
額

2
0
0
円

給
与

改
定

の
状

況

①
月

例
給

区
分

人
事

委
員

会
の

勧
告

給
与

改
定

率
（
参

考
）

国
の

改
定

率
民

間
給

与
公

務
員

給
与

較
差

勧
告

有
害

物
質

手
当

環
境

関
係

職
員

有
害

物
取

扱
業

務
日

額
2
0
0
円

税
務

手
当

税
務

関
係

職
員

税
の

徴
収

月
額

1
0
,0

0
0円

・
・
・
・
・

・
・
・
・
・
・

・
・
・
・
・
・・

・
・
・
・
・
・
・・

（
例

）
そ

の
他

の
手

当

手
当

名
内

容
及

び
支

給
単

価
国

の
制

度
と

の
異

同
国

の
制

度
と

異
な

る
内

容
支

給
実

績
（
平

成
年

度
決

算
）

支
給

職
員

１
人

当
た

り
平

均
支

給
年

額
国

の
改

定
率

民
Ａ

Ｂ
Ａ

－
Ｂ

（
改

定
率

）

2
0
年

度
４

２
２

，
０

０
０

円
４

３
０

，
５

０
０

円
△

８
，

５
０

０
円

（
△

１
．

９
７

％
）

△
１

．
９

７
％

△
１

．
９

７
％

０
．

０
０

％

手
当

名
内

容
及

び
支

給
単

価
と

の
異

同
異

な
る

内
容

（
平

成
1
7
年

度
決

算
）

平
均

支
給

年
額

（
平

成
1
7
年

度
決

算
）

扶
養

手
当

千
円

円

住
居

手
当

千
円

円

通
勤

手
当

千
円

円

・
・
・
・
・

・
・
・
・
・

・
・
・
・
・

・
・
・
・
・

・
・
・
・
・

・
・
・
・
・

②
特

別
給

区
分

人
事

委
員

会
の

勧
告

年
間

支
給

月
数

（
参

考
）

国
の

年
間

民
間

の
支

給
公

務
員

の
較

差
勧

告

5
級

2
0

2
%

6
級

2
1
.1

%

7
級

1
3

8
%

7
級

1
3

0
%

8
級

9
.5

%
8
級

9
.7

%
1
0
0
%※

こ
の

他
、

期
末

・
勤

勉
手

当
、

退
職

手
当

等
に

つ
い

て
も

国
の

制
度

と
の

異
同

も
明

記

級
別

職
員

数
等

の
状

況

職
種

ご
と

の
平

均
給

料
月

額
等

の
状

況

区
分

年
間

支
給

月
数

国
の

年
間

支
給

月
数

民
間

の
支

給
割

合
Ａ

公
務

員
の

支
給

月
数

Ｂ
較

差
Ａ

－
Ｂ

勧
告

（
改

定
月

数
）

2
0
年

度
４

．
４

３
月

４
．

４
５

月
△

０
．

０
２

月
０

．
０

０
月

４
．

４
５

月
４

．
５

０
月

※
人

事
委

員
会

を
設

置
し

て
い

る
団

体
は

、
公

表
す

る
当

該
年

度
に

お
け

る
人

事
委

員
会

の
勧

告
内

容
及

び
勧

告
後

の
改

定
状

況
を

明
記

3
級

9
.7

%

4
級

1
4
.2

%

4
級

1
4
.0

%
4
級

1
7
.8

%

5
級

2
0
.2

%

5
級

2
1
.2

%
5
級

1
8
.5

%

6
級

2
0
.3

%
6
級

1
7
.8

%

7
級

1
3
.8

%
7
級

1
3
.0

%

2
0
%

4
0
%

6
0
%

8
0
%

職
種

ご
と

の
平

均
給

料
月

額
等

の
状

況

（
例

）
一

般
行

政
職

区
分

平
均

年
齢

平
均

給
料

月
額

平
均

給
与

月
額

平
均

給
与

月
額

（
国

ベ
ー

ス
）

△
△

市
４

５
．

８
歳

３
８

４
，

８
０

０
円

４
５

１
，

６
０

０
円

４
１

８
，

１
０

０
円

1
級

2
.3

%
1
級

1
.9

%
1
級

1
.4

%

2
級

8
.3

%

2
級

9
.1

%
2
級

9
.1

%

3
級

1
0
.2

%
3
級

1
2
.7

%

0
%

2
0
%

平
成

2
0
年

の
構

成
比

１
年

前
の

構
成

比
５

年
前

の
構

成
比

※
こ

の
他

、
技

能
労

務
職

な
ど

の
職

種
ご

と
の

給
与

の
状

況
と

類
似

団
体

や
国

と
の

比
較

（
注

）
平

成
１

８
年

に
８

級
制

か
ら

６
級

制
に

変
更

し
て

い
る

。
（
旧

給
料

表
の

１
級

及
び

２
級

並
び

に
４

級
及

び
５

級
を

統
合

）

○
○

県
４

１
．

９
歳

３
６

０
，

４
０

０
円

４
５

３
，

８
０

０
円

３
８

９
，

５
０

０
円

国
４

０
．

３
歳

３
２

９
，

７
２

８
円

－
３

８
２

，
０

９
２

円

類
似

団
体

４
３

．
０

歳
３

４
６

，
５

５
９

円
４

１
０

，
７

９
０

円
３

８
１

，
７

９
７

円
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特
別

職
の

報
酬

等
の

状
況

区
分

給
料

月
額

等

部
門

別
職

員
数

の
状

況
と

主
な

増
減

理
由

区
分

給
料

月
額

等

給 料

（
参

考
）
類

似
団

体
に

お
け

る
最

高
／

最
低

額

市
長

９
０

０
，

０
０

０
円

１
，

０
２

９
，

０
０

０
円

/ 
６

７
９

，
０

０
０

円

助
役

・
・
・
・
・
・・

・
・

・
・
・
・
・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・

収
入

役
・
・
・
・
・
・・

・
・

・
・
・
・
・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・

報
議

長
４

９
５

，
０

０
０

円
５

８
６

，
０

０
０

円
/ 

４
３

０
，

０
０

０
円

区
分

部
門

職
員

数
対

前
年

増
減

数
主

な
増

減
理

由
平

成
１

９
年

平
成

２
０

年

普 通 会

一 般 行 政 部 門

議
会

総
務

企
画

・
・
・
・
・

１
２

２
８

０
・
・
・

１
２

２
７

５
・
・
・

０
△

５
・
・
・

・
・
・
・
・
・
・・

・・
・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

計
９

３
０

９
２

１
△

９

＜
参

考
＞

人
口

1
,0

0
0
人

当
た

り
職

員
数

４
．

１
９

人
（

類
似

団
体

４
５

６
人

）
報 酬

副
議

長
・
・
・
・
・
・・

・
・

・
・
・
・
・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・

議
員

・
・
・
・
・
・・

・
・

・
・
・
・
・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・

期 末 手

市
長

（
平

成
１

９
度

支
給

割
合

）

助
役

３
．

３
５

月
分

収
入

役

議
長

（
平

成
１

９
年

度
支

給
割

合
）

会 計 部 門

門
（

類
似

団
体

４
．

５
６

人
）

教
育

部
門

２
２

０
２

１
１

△
９

・
・
・
・
・
・
・・

・・
・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

消
防

部
門

２
９

０
２

９
１

１
・
・
・
・
・
・
・・

・・
・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

小
計

１
，

４
４

０
１

，
４

２
３

△
１

７

＜
参

考
＞

人
口

1
,0

0
0
人

当
た

り
職

員
数

６
．

４
７

人
（

類
似

団
体

６
．

７
１

人
）

公
病

院
水

道
３

７
０

３
６

７
△

３
・
・
・
・
・
・
・・

・・
・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

手 当

議
長

（
平

成
１

９
年

度
支

給
割

合
）

副
議

長
３

．
３

５
月

分

議
員

退 職 手

市
長

助
役

収
入

役

（
算

定
方

式
）

９
０

万
円

×
在

職
月

数
×

０
．

６
（
１

期
の

手
当

額
）

２
，

５
９

２
万

円
（
支

給
時

期
）

任
期

毎

・
・
・
・
・
・
・・

・
・・

・
・・

・
・

・
・
・
・
・
・
・・

・
・・

・
・・

・
・

・
・
・
・
・
・
・・

・
・
・
・
・
・
・
・・

・
・
・
・
・
・
・

・
・
・
・
・
・

会 計 部 門

公 営 企 業 等

水
道

・
・
・
・
・
・

５
０

・
・
・

４
９

・
・
・

△
１

・
・
・

・
・
・
・
・
・
・・

・・
・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

・
・・

小
計

５
１

０
５

０
４

△
６

合
計

１
，

９
５

０
[２

，
３

０
０

]
１

，
９

２
７

[２
，

２
７

０
]

△
２

３
[△

３
０

]
＜

参
考

＞
人

口
1
,0

0
0
人

当
た

り
職

員
数

８
．

７
６

人

手 当

収
入

役
・
・
・
・
・
・
・・

・
・・

・
・・

・
・

・
・
・
・
・
・
・・

・
・
・
・
・
・
・

備
考

年
齢

別
職

員
構

成
の

状
況

定
員

管
理

の
数

値
目

標
及

び
進

捗
状

況

①
平

成
１

７
年

４
月

１
日

～
平

成
２

２
年

4月
1日

に
お

け
る

定
員

管
理

の
数

値
目

標

平
成

1
7
年

4
月

1
日

職
員

数

平
成

2
2
年

4
月

1
日

職
員

数
純

減
数

純
減

率

１
，

９
５

０
人

１
，

８
３

５
人

△
１

１
５

人
△

５
．

９
％

※
４

月
１

日
現

在
の

給
料

月
額

及
び

支
給

率
に

基
づ

き
、

１
期

（
４

年
）
勤

め
た

場
合

に
お

け
る

退
職

手
当

の
見

込
額

を
明

記

1
2

1
4

1
6

1
8

2
0

構
成

比

５
年

前
の

構
成

比

％
※

集
中

改
革

プ
ラ

ン
に

よ
る

数
値

目
標

（
総

数
）
を

明
記

１
，

９
５

０
人

１
，

８
３

５
人

△
１

１
５

人
△

５
．

９
％

②
定

員
管

理
の

数
値

目
標

の
年

次
別

進
捗

状
況

（
実

績
）
の

概
要

区
分

部
門

１
７

年
計

画
始

期
１

８
年

１
年

目
・
・
・
・
・

○
年

○
年

目
○

年
～

○
年

計
(参

考
) 

数
値

目
標

般
行

政
職

員
数

９
３

０
人

９
２

１
人

・
・
・
・
・

―

02468

1
0

1
2

一
般

行
政

員
数

人
人

増
減

△
９

人
・
・
・
・
・

（
％

）

教
育

職
員

数
２

２
０

人
２

１
１

人
・
・
・
・
・

―

増
減

△
９

人
・
・
・
・
・

（
％

）

消
防

職
員

数
２

９
０

人
２

９
１

人
・
・
・
・
・

―

増
減

１
人

・
・
・
・
・

（
％

）

職
員

数
人

人
0

２ ０ 歳 未 満

２ ０ ～ ２ ３

２ ４ ～ ２ ７

２ ８ ～ ３ １

３ ２ ～ ３ ５

３ ６ ～ ３ ９

４ ０ ～ ４ ３

４ ４ ～ ４ ７

４ ８ ～ ５ １

５ ２ ～ ５ ５

５ ６ ～ ５ ９

６ ０ 歳 以 上

公
営

企
業

等
会

計

職
員

数
５

１
０

人
５

０
４

人
・
・
・
・
・

―

増
減

△
６

人
・
・
・
・
・

（
％

）

計
職

員
数

１
，

９
５

０
人

１
，

９
２

７
人

・
・
・
・
・

―
１

，
８

３
５

人

増
減

△
２

３
人

・
・
・
・
・

（
％

）
△

１
１

５
人

※
公

営
企

業
職

員
に

つ
い

て
も

、
事

業
ご

と
に

公
表
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平成１８年度からの給与構造改革にあわせて導入

人事評価結果に基づく給与への反映

12

（資料１０）



［年功的な給与上昇の抑制と職務・職責に応じた俸給構造への転換］

給与構造の改革（平成18年度～）

給与カーブの見直し（フラット化）により、年功的に上昇

する給与を抑制。具体的には、若年の係員層について

は俸給水準の引下げを行わず、中高齢層の俸給水準

を７％引き下げ、俸給表全体では平均4.8％引き下げ。

［年功的な給与上昇の抑制と職務 職責に応じた俸給構造への転換］

７％引下げ平均4.8％
引下げ給

料
月
額

年 齢

額

［見直し前］ ［見直し後］

職務・職責に基づく給料水準を確保。

（給料表の職務の級間の水準の重なりを縮減）

課長の給与カーブ

補佐の給与カーブ

係長の給与カーブ

係員の給与カーブ

課長の給与カーブ

補佐の給与カーブ

係長の給与カーブ

係員の給与カーブ

給
料
月
額

年齢 年齢

（参考：平成１７年人事院勧告）

13
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1

支給割合

15%

12%

10%

6%

3%

2

3 　調整手当支給地域（平成12年の見直しにより指定解除され、現在経過措置が適用されて
いる地域を除く。）のうち、1又は2の基準を満たさない地域及び1又は2の基準による地域手
当の支給割合が調整手当の支給割合に達しない地域については、当分の間、平成12年の
見直しによる調整手当の支給割合（経過措置による部分を除く。）と同じ割合の地域手当を
支給。

　賃金構造基本統計調査（厚生労働省）に基づき人事院が作成した10年（平成6年～平成
15年）平均の賃金指数95.0を起点とする次の基準に該当する地域（人口5万人以上の市）を
指定。
　ただし、賃金指数が特に高い東京都特別区については、1級地（18％）に指定。

6級地

5級地

4級地

3級地

2級地

級地

20％以上

30％以上

40％以上

50％以上6級地（3％）

5級地（6％）

4級地（10％）

3級地（12％）

当該地域から中心市への通勤者率

10％以上1級地（18％）及び2級地（15％）

中心市の級地（支給割合）

通勤者率（％）＝
中心市へ通勤しているＡ市に常住する15歳以上の就業者数

Ａ市に常住している15歳以上の就業者人口
　×100

95.0以上～99.5未満

　大都市圏については、住民の相当割合が地域の中核的な大都市に通勤することにより、
一定の雇用圏、生活圏等を形成していることに着目し、支給地域の一体性を考慮した支給
地域の補正を行うため、1の基準を満たす地域のうち、県庁所在市又は人口30万人以上の
市（中心市）の支給区分に応じ、国勢調査により得られる特定地域に居住する就業者人口
に対する中心市への通勤者率（パーソントリップの数値）が次の条件を満たす地域（1の基
準による支給地域を除く。）については、6級地（3％）に格付け、指定。
　なお、通勤者率は全世帯に対する調査である国勢調査から集計しているため、人口5万
人未満の市町村も対象。

該当賃金指数

111.0以上

106.0以上～111.0未満

103.0以上～106.0未満

99.5以上～103.0未満

地域手当の指定基準について

14

（資料１２）



○都道府県・指定都市における一般職の給料（本給）削減の状況

全地方公共団体の６割以上の団体（ 1,139団体/1,847団体、61.7％）
が、独自に給料や手当の削減措置を実施し、年額約2,500億円を削減。

地方公共団体における独自の給与削減措置の状況
（平成21年４月１日現在）

　２％～３％未満  京都府(2％) ,和歌山県(2～1％), 名古屋市(2～1％)

　３％～５％未満
 秋田県(4～2％), 千葉県(3～1.3％) ,富山県(4～1％) ,
 愛知県(4％) ,奈良県(4～1.4％) ,沖縄県(3％),
 千葉市(3～1％)

 青森県(5～3％), 岩手県(6～2％), 宮城県(5.5％),
 福島県(5～2.2％) ,茨城県(5～3％) ,神奈川県(6～3％) ,
 山梨県(6～2％), 岐阜県(7～3.5％), 滋賀県(6～1.5％) ,
 兵庫県(7～2.5％), 広島県(7.5～3.75％), 山口県(6～2％) ,
 香川県(5～1％) ,愛媛県(6～2.6％) ,高知県(5～0.5％) ,
 佐賀県(6～4％) ,熊本県(7～3％), 京都市(5％) ,
 大阪市(5～3.8％)

削減率の区分 給料（本給）削減を実施している団体（削減率）

　８％～
 北海道(9～7.5％), 群馬県(8％), 大阪府(14～3.5％),
 島根県(10～6％), 岡山県(10～7％), 徳島県(10～7％),
 鹿児島県(10～5％)

　５％～８％未満

15

（資料１３）



１－１　給与（給料（本給）、諸手当）削減団体内訳

両方 一般職のみ 特別職のみ 計（Ａ）

都 道 府 県 38 1 3 42 47 89.4

指 定 都 市 7 0 5 12 18 66.7

市 区 町 村 604 103 378 1,085 1,782 60.9

計 649 104 386 1,139 1,847 61.7

１－２　一般職給与削減団体の内訳

区　分
団体数

Ｃ／Ｂ（％）
手当のみ
削減 （ )

Ｄ／Ｂ（％）

全団体数
（Ｂ）

Ａ／Ｂ（％）

区 分
給料（本給）
削減 （ )

一般職削減団体
（ ) ( ) （ )

Ｅ／Ｂ（％）

地方公共団体における独自の給与削減措置の状況

（平成２１年４月１日現在）

○ 何らかの給与削減を実施している団体は、１，１３９団体（６１．７％）

○ 一般職の給与削減を実施している団体は、７５３団体（４０．８％）

○ 一般職の給料（本給）削減を実施している団体は、３３８団体（１８．３％）

都 道 府 県 32 68.1 7 14.9 39 83.0
指 定 都 市 4 22.2 3 16.7 7 38.9
市 区 町 村 302 16.9 405 22.7 707 39.7

計 338 18.3 415 22.5 753 40.8
※「給料（本給）削減（C)」の団体数は、給料（本給）のみ削減実施団体並びに給料（本給）及び手当の削減実施団体の合計

２　削減影響額

一般職 特別職 計

都 道 府 県 2,047 4 2,051

指 定 都 市 53 1 54

市 区 町 村 324 36 360

計 2,424 41 2,465

削減影響額（億円）

Ｃ／Ｂ（％）
削減 　　（Ｄ)

Ｄ／Ｂ（％）区　分
削減　　　（Ｃ) （Ｃ)+(Ｄ) 　　（Ｅ)

Ｅ／Ｂ（％）

地方公共団体における独自の給与削減措置の状況

（平成２１年４月１日現在）

○ 何らかの給与削減を実施している団体は、１，１３９団体（６１．７％）

○ 一般職の給与削減を実施している団体は、７５３団体（４０．８％）

○ 一般職の給料（本給）削減を実施している団体は、３３８団体（１８．３％）

○ 全体の削減影響額は、約２，５００億円（２，４６５億円）
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国
の

俸
給

表
構

造
を

援
用

し
つ

つ
水

準
の

調
整

を
行

う
人

事
委

員
会

勧
告

の
例

（
平

成
21
年

人
事

委
員

会
勧

告
後

）

団
体

名
行

政
職

給
料

表
㈠

の
改

定
に

関
す

る
勧

告
・

報
告

（
抜

粋
）

行
政

職
給

料
表

㈠
の

水
準

調
整

の
概

要
行

政
職

給
料

表
㈠

以
外

の
給

料
表

の
改

定
に

関
す

る
勧

告
・

報
告

（
抜

粋
）

福
島

県
国

の
俸

給
表

構
造

と
の

均
衡

を
国

の
俸

給
月

額
（

平
成

行
政
職
以
外
の
給
料
表
に
つ
い
て
も
、
行
政
職
給

基
定

維
持

す
る

観
点

か
ら

、
国

の
俸

給
表

の
各

号
俸

の
額

に
一

定
の

率
を

乗
ず

る
こ

と
を

基
本

に
給

料
月

額
を

定
め

る
必

要
が

あ
る

。
（

Ｈ

2
1
年

勧
告

ベ
ー

ス
）

を
基

本
と

し
、

平
均

1
.
7
%
を

引
上

げ
る

調
整

。

料
表
と
の
均
衡
を
基
本
に
、
所
要
の
改
定
を
行
う
必

要
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
教
育
職
給
料
表
、
高
等
学

校
教
育
職
給
料
表
及
び
小
学
校
・
中
学
校
教
育
職
給

料
表
の
改
定
に
当
た
っ
て
は
、
全
国
人
事
委
員
会
連

合
会
が
作
成
し
た
「
参
考
モ
デ
ル
給
料
表
」
の
各
号

2
1
）

合
会
が
作
成
し
た

参
考

デ
ル
給
料
表
」
の
各
号

俸
の
額
に
一
定
の
率
を
乗
ず
る
こ
と
を
基
本
に
給
料

月
額
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
。

た
だ
し
、
医
療
職
給
料
表
㈠
及
び
任
期
付
研
究
員

給
料
表
（
若
手
育
成
型
）
に
つ
い
て
は
、
医
師
の
処

遇
を
確
保
す
る
観
点
及
び
若
手
研
究
者
を
対
象
と
し

遇
を
確
保
す
る
観
点
及
び
若
手
研
究
者
を
対
象
と
し

た
給
料
表
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
引
下
げ
改
定
は
行
わ

な
い
こ
と
と
す
る
。
（
Ｈ
2
1
）

岡
山

県
較

差
の

大
き

さ
や

人
事

院
勧

告
に

お
い

て
俸

給
表
の
改

定
が

な
さ

国
の

俸
給

月
額

（
平

成
1
9
年

勧
告
ベ

ス
）

を
基

較
差

の
大

き
さ

や
人

事
院

勧
告

に
お

い
て

俸
給

表
の
改

定
が

な
さ

れ
な

か
っ

た
こ

と
等

に
お

い
て

俸
給

表
の
改

定
が

な
さ

れ
な

か
っ

た
こ

と
等

を
考

慮
す

る
と

、
給

料
表

水
準

を
一

律
に

引
き

上
げ

る
の

で
は

な
く

、
民

間
給

与
と

の
間
に

相
当
の

差
が

生
じ

て
い

1
9
年

勧
告
ベ

ー
ス
）

を
基

本
と

し
、

大
卒

初
任

給
の

号
給

（
1
級

2
9
号

給
）

の
額

を
1
.
2
%
引

き
上

げ
、

そ
の

後
は

基
幹

号
給

ご
と

に
引

俸
給

表
の
改

定
が

な
さ

れ
な

か
っ

た
こ

と
等

を
考

慮
す

る
と

、
給

料
表

水
準

を
一

律
に

引
き

上
げ

る
の

で
は

な
く

、
民

間
給

与
と

の
間

に
相

当
の

差
が

生
じ

て
い

る
初

任
給

を
中

心
と

し
て

若
年

層
に

限
定
し
た

給
料

表
の
改

と
の
間
に

相
当
の

差
が

生
じ

て
い

る
初

任
給

を
中

心
と

し
て

、
若

年
層

に
限

定
し

た
給

料
表

の
改

定
を

行
い

、
民

間
給

与
と

の
較

差
を

埋
め

る
こ

と
が

適
当

で
あ

る
と

考
え

後
は

基
幹

号
給

ご
と

に
引

上
げ

率
を

0
.
1
%
ず

つ
、

0
.
2
%
ま

で
逓

減
す

る
調

整
。

と
し

て
、
若

年
層
に

限
定
し
た

給
料

表
の
改

定
を

行
い

、
民

間
給

与
と

の
較

差
を

埋
め

る
こ

と
が

適
当

で
あ

る
と

考
え

る
。

（
Ｈ

2
0
）

※
Ｈ

21
は

改
定
な
し

め
る

こ
と

が
適
当

で
あ

る
と

考
え

る
。

（
Ｈ

2
0
）

※
Ｈ

2
1
は
改
定
な
し

※
Ｈ

21
は

改
定
な
し

17
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団
体

名
行

政
職

給
料

表
㈠

の
改

定
に

関
す

る
勧

告
・

報
告

（
抜

粋
）

行
政

職
給

料
表

㈠
の

水
準

調
整

の
概

要
行

政
職

給
料

表
㈠

以
外

の
給

料
表

の
改

定
に

関
す

る
勧

告
・

報
告

（
抜

粋
）

山
口

県
給
料
表

に
つ

い
て

所
要
の

改
国

の
俸

給
月

額
（

平
成

給
料
表

に
つ

い
て

所
要

の
改

正
を
行
う

山
口

県
給
料
表

に
つ

い
て

、
所

要
の

改
正

を
行

う
必

要
が

あ
る

。
(
H
2
0
)

※
Ｈ

2
1
は
改
定
な
し

国
の

俸
給

月
額

（
平

成
1
9
年

勧
告

ベ
ー

ス
）

を
基

本
と

し
、

平
均

0
.
5
5
%
を

引
上

げ
る

調
整

。

給
料
表

に
つ

い
て

、
所
要

の
改

正
を
行
う

必
要

が
あ

る
。

（
Ｈ

2
0
）

※
Ｈ

2
1
は
改
定
な
し

愛
媛

県
給

料
表

に
つ

い
て

は
、

人
事

院
勧

告
の

内
容

を
基

礎
と

し
て

、
所

要
の

改
定

を
行

う
こ

と
。 （

Ｈ
2
1
）

国
の

俸
給

月
額

（
平

成
2
1
年

勧
告

ベ
ー

ス
）

を
基

本
と

し
、

0
.
4
3
%
を

一
律

に
引

上
げ

る
調

整
。

給
料

表
に

つ
い

て
は

、
人

事
院

勧
告

の
内

容
を

基
礎

と
し

て
、

所
要

の
改

定
を

行
う

こ
と

。 ま
た

、
人

事
院

勧
告

の
対

象
と

な
っ

て
い

な
い

中
学

校
・

小
学

校
教

育
職

員
給

料
表

及
び

高
等

学
校

等
教

育
職

員
給

料
表

に
つ

い
て

は
、

行
政

職
給

料
表

と
の

均
衡

を
基

本
に

所
要

の
改

定
を

行
う

こ
と

。
（

Ｈ
2
1
）

高
知

県
民

間
給

与
と

の
較

差
を

踏
ま

え
て

給
料

表
を

引
下

げ
改

定
す

る
こ

と
が
必
要

で
あ

る
。
そ

の
際

に
は

、

国
の

俸
給

月
額

（
平

成
1
9
年

勧
告

ベ
ー

ス
）

を
基

本
と

し
50
0
円
を

定
額

で
加

行
政

職
以

外
の

給
料

表
に

つ
い

て
も

、
行

政
職

給
料

表
と

の
均

衡
を

基
本

に
、

給
料

月
額

及
び
経

過
措

置
額

の
算
定
基
礎

と
な
る

額
と

が
必
要

で
あ

る
。
そ

の
際

に
は

、
初

任
給

な
ど

若
年

層
の

給
与

は
引

下
げ

を
行

わ
な

い
こ

と
と

す
る

一
方

で
、

管
理

職
層

に
つ

い
て

は
一

般
職

員
を

上
回
る

引
下

げ
を
行

う

本
と

し
50
0
円
を

定
額

で
加

算
し

た
給

料
表

に
つ

い
て

、
国

の
平

成
2
1
年

勧
告

と
同

額
で

引
下

げ
を

行
う

調
整

。

額
及
び
経

過
措

置
額

の
算
定
基
礎

と
な
る

額
の

引
下

げ
改

定
を

行
う

こ
と

と
す

る
が

、
医

療
職

給
料

表
⑴

及
び

任
期

付
研

究
員

の
う

ち
第

２
号

任
期

付
研

究
員

に
適

用
さ

れ
る

給
料

表
に

つ
い

て
は

、
国

に
準
じ
て

引
下
げ
を
行

般
職

員
を

上
回
る

引
下

げ
を
行

う
と

す
る

国
家

公
務

員
の

改
定

に
準

ず
る

こ
と

と
し

、
国

家
公

務
員

の
俸

給
表

の
構

造
と

の
均

衡
も

考
慮

し
て
、
級

号
給
ご
と

の
給

料
月

額

表
に

つ
い

て
は

、
国

に
準
じ
て

引
下
げ
を
行

わ
な

い
こ

と
。

（
Ｈ

2
1
）

し
て
、
級

号
給
ご
と

の
給

料
月

額
に

つ
い

て
国

家
公

務
員

の
俸

給
月

額
と

同
額

で
引

下
げ

を
行

う
こ

と
。

（
Ｈ

2
1
）
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団
体

名
行

政
職

給
料

表
㈠

の
改

定
に

関
す

る
勧

告
・

報
告

（
抜

粋
）

行
政

職
給

料
表

㈠
の

水
準

調
整

の
概

要
行

政
職

給
料

表
㈠

以
外

の
給

料
表

の
改

定
に

関
す

る
勧

告
・

報
告

（
抜

粋
）

堺
市

行
政

職
給

料
表

に
つ

い
て

は
※

給
料

表
の

勧
告
な

し
行

政
職

給
料

表
以

外
の
給
料
表

に
つ
い
て

堺
市

行
政

職
給

料
表

に
つ

い
て

は
、

民
間

と
の

較
差

を
解

消
す

る
た

め
、

人
事

院
勧

告
の

内
容

も
参

考
に

、
初

任
給

を
中

心
と

し
た

若
年

層
に

配
慮
し

た
う

え
で

そ
の
給

料
月

※
給

料
表

の
勧

告
な

し
行

政
職

給
料

表
以

外
の
給
料
表

に
つ
い
て

は
、

行
政

職
給

料
表

と
の

均
衡

を
基

本
に

改
定

す
る

必
要

が
あ

る
。

た
だ

し
、

医
療

職
給

料
表

⑴
に

つ
い

て
は

、
医

師
確

保
の

観
点

か
ら

引
下

げ
改

定
を
行

わ
な

い
こ

と
が

適
当
で

配
慮
し

た
う

え
で

、
そ

の
給

料
月

額
に

つ
い

て
引

下
げ

改
定

を
行

う
必

要
が

あ
る

。
（

Ｈ
2
1
）

ら
引
下

げ
改

定
を
行

わ
な

い
こ

と
が

適
当
で

あ
る

。
（

Ｈ
2
1
）

静
岡

県
公

民
較

差
、

国
家

公
務

員
の

俸
給

表
の

改
定

を
考

慮
し

て
改

定
を

行
う

こ
と

と
す

る
。

給
料

表
は

、
国

の
俸

給
表

（
平

成
2
1
年

勧
告

ベ
ー

ス
）

を
基

本
と

し
て
改

定

公
民

較
差

、
国

家
公

務
員

の
俸

給
表

の
改

定
を

考
慮

し
て

改
定

を
行

う
こ

と
と

す
る

。
（

医
療

職
給

料
表

⑴
、

任
期

付
研

究
員

給
行

う
こ

と
と

す
る

。
（

医
療

職
給

料
表

⑴
、

任
期

付
研

究
員

給
料

表
（

若
手

育
成

型
）

を
除

く
。

）
（

中
略

）
さ
ら
に

、
給
料
月

額
に
一

定
の

ス
）

を
基

本
と

し
て
改

定
し

、
さ

ら
に

給
料

表
の

額
に

1
0
0
分
の

1
0
0
.
8
5
を

乗
じ

て
得

た
額

を
給

料
月

額
と

す
る
。

（
医

療
職

給
料

表
⑴

、
任

期
付

研
究

員
給

料
表

(
若

手
育

成
型

)
を

除
く

。
）

（
中

略
）

さ
ら

に
、

給
料

月
額

に
一

定
の

率
を

乗
じ

る
給

料
の

特
例

措
置

に
つ

い
て

、
乗

じ
る

率
を

1
0
0
分

の
1
0
0
.
9か

ら
1
0
0分

の
1
0
0
.
8
5
に

さ
ら
に

、
給
料
月

額
に

定
の

率
を

乗
じ

る
給

料
の

特
例

措
置

に
つ

い
て

、
乗

じ
る

率
を

1
0
0
分

の
1
0
0
.
9
か

ら
1
0
0
分

の
1
0
0
.
8
5
に

引
き

下
げ

る
こ

と
と

す
る

。
（
医

療

す
る
。

を
1
0
0
分

の
1
0
0
.
9か

ら
1
0
0分

の
1
0
0
.
8
5
に

引
き

下
げ

る
こ

と
と

す
る

。
（

医
療

職
給

料
表

⑴
を

除
く

。
）

（
Ｈ

2
1
）

き
下
げ

る
こ

と
と

す
る

。
（
医

療
職

給
料

表
⑴

を
除

く
。

） （
Ｈ

2
1
）
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団
体

名
行

政
職

給
料

表
㈠

の
改

定
に

関
す

る
勧

告
・

報
告

（
抜

粋
）

行
政

職
給

料
表

㈠
の

水
準

調
整

の
概

要
行

政
職

給
料

表
㈠

以
外

の
給

料
表

の
改

定
に

関
す

る
勧

告
・

報
告

（
抜

粋
）

鳥
取

県
全

給
料

表
・

全
号

給
に

つ
い

て
、

現
在

の
給

料
月

額
の

△
0
.
8
％

の
引

下
げ

改
定

を
行

う
こ

と
と

す
る

。
（

中
略

）
改
定
の

方
法
で

あ
る

が
現

在
の

給
料

表
は

国
の

給
料

表
は

国
の

平
成

1
8
年

４
月

１
日

適
用

俸
給

表
を

基
礎

と
し

て
、

給
料

表
の

額
に

２
級

全
給
料
表
・
全
号
給
に
つ

い
て
、
現
在
の
給
料
月
額
の

△
0
.
8
％
の
引
下
げ
改
定
を
行

う
こ
と
と
す
る
。

た
だ
し
、

改
定
の

方
法
で

あ
る

が
、

現
在

の
給

料
表

は
、
国

の
平

成
1
8
年

４
月

１
日

適
用

俸
給

表
を

基
礎

と
し

て
い

る
が

、
そ

の
後

、
国

に
お

い
て

は
、

２
度

に
わ

た
っ

て
俸

給
表

の
改

定
が

勧
告

さ
れ

た
こ

と
に

よ
り

、
本

県
の

給
料

表
と
国

の
俸
給
表

に
構

造
上
の

差
異

が
生

じ
て

き
て

給
料

表
の

額
に
、

２
級

以
下

に
つ

い
て

は
、

1
,
0
0
0
分

の
9
9
2
、

３
級

以
上

に
つ

い
て

は
1

0
0
0
分

の
9
5
7
を

乗
じ

う
こ
と
と
す
る
。

た
だ
し
、

医
療
職
給
料
表
⑴
に
つ
い
て

は
、
医
師
の
人
材
確
保
へ
の

影
響
が
懸
念
さ
れ
る
と
い
う

観
点
か
ら
引
下
げ
改
定
は
行

料
表
と
国

の
俸
給
表

に
構

造
上
の

差
異

が
生

じ
て

き
て

い
る

。
ま

た
、

昨
年

、
行

政
職

給
料

表
２

級
以

下
と

そ
の

他
の

給
料

表
の

こ
れ

に
相

当
す

る
職

務
の

級
の

改
定

が
据

え
置

か
れ

た
こ

と
に

よ
り

、
一

部
で

昇
任

・
昇

格
に

伴
う
給

与
額
の

引
上

げ
が
通

常
に

比
べ

て
十

分
に

行

1
,
0
0
0
分

の
9
5
7
を

乗
じ

て
得

た
額

を
給

料
月

額
と

す
る

。

わ
な
い
こ
と
と
す
る
。

行
政
職
給
料
表
以
外
の
給

料
表
（
医
療
職
給
料
表
⑴
を

除
く

）
に
つ
い
て
は

行
に

伴
う
給

与
額
の

引
上

げ
が
通

常
に

比
べ

て
十

分
に

行
わ

れ
な

い
等

の
構

造
と

な
っ

て
い

る
。

本
来

で
あ

れ
ば

こ
う

し
た

状
態

は
解

消
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

が
、

今
回

は
引

下
げ

改
定

で
あ

る
こ

と
及

び
現

在
の

給
料

表
は

、
昨

年
県

議
会

で
の

議
決

を
経

て
制

定
さ

れ
た

と
こ

ろ
で

除
く
。

）
に
つ
い
て
は

、
行

政
職
給
料
表
の
職
務
の
級
に

相
当
す
る
職
務
の
級
又
は
職

務
の
級
及
び
号
給
ご
と
に
そ

れ
ぞ

れ
の
乗
じ
る
こ
と
と
す

昨
年

県
議

会
で
の

議
決

を
経

て
制

定
さ

れ
た

と
こ

ろ
で

あ
る

こ
と

を
勘

案
し

、
現

在
の

給
料

月
額

を
引

下
げ

改
定

す
る

こ
と

と
す

る
。

れ
ぞ

れ
の
乗
じ
る
こ
と
と
す

る
率
と
す
る
こ
と
。

三
重

県
月
例
給

の
改
定

に
当

た
っ

て
、

本
委

員
会

は
、
こ

れ
国

の
平

成
1
9年

勧
告

※
行

政
職

給
料

表
㈠
に
同

じ
三

重
県

月
例
給

の
改
定

に
当

た
っ

て
、

本
委

員
会

は
、
こ

れ
ま

で
人

事
院

勧
告

に
準

じ
て

給
料

表
を

改
定

し
て

き
た

と
こ

ろ
で

す
が

、
本

年
の

本
県

の
公

民
較

差
が

、
民

間
給

与
が

職
員

給
与

を
上

回
る

プ
ラ

ス
較

差
で

あ
っ

た
こ

と
を
踏
ま

え
る

と
、
マ

イ
ナ

ス
較

差
を

解
消

す
る

た
め

国
の

平
成

1
9年

勧
告

ベ
ー

ス
の

俸
給

表
を

基
本

と
す

る
。

（
結

果
と

し
て

、
国

の
俸

給
月

額
（

平
成

21
年

勧
告
ベ
ー

※
行

政
職

給
料

表
㈠
に
同

じ

と
を
踏
ま

え
る

と
、
マ

イ
ナ

ス
較

差
を

解
消

す
る

た
め

俸
給

表
を

引
き

下
げ

た
人

事
院

勧
告

に
準

じ
て

本
県

給
料

表
を

引
き

下
げ

る
の

は
適

当
で

は
な

い
。

（
Ｈ

2
1
）

（
平

成
21
年

勧
告

ス
）

よ
り

平
均

0
.
2
%
高

い
額

が
給

料
月

額
と

な
る

。
）
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給
料

表
の

改
定

の
流

れ
（

一
般

的
な

イ
メ

ー
ジ

）

１
公
民
較
差
の
算
出

以
下
、
前
年
と
は
給
料
表
の
構
造
を
変
え
な
い
場
合
の
較
差
解
消
の
た
め
の
改
定
の
流
れ
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

○
ラ
ス
パ
イ
レ
ス
比
較
に
よ
り
公
民
較
差
を
算
出

民
間
給
与
〔

A
円
〕

─
職
員
給
与
〔

B
円
〕
＝

較
差
〔

X
円
(

x‘
％
)
〕

１
公
民
較
差
の
算
出

民
間
給
与
〔

A
円
〕

職
員
給
与
〔

B
円
〕
＝

較
差
〔

X
円
(
 
x
％
)
〕

※
公
民
較
差
を
算

出
す
る
の
は
、
人
事
委
員
会
を
置
い
て
い
る
都
道
府
県
・
指
定
都
市
・
和
歌
山
市
・
熊
本
市
・
特
別
区
の
み
。

○
給
与
配
分
の
決
定

全
体
の
公
民
較
差
を
踏
ま
え

民
間
の
給
与
制
度
の
動
向

国
家
公
務
員
や
他
の
地
方
公
共
団
体
の
給
与
の
状
況
を
考
慮
す
る
と
と

２
較
差
を
原
資
と
し
た
給
与
配
分

・
全

体
の
公
民
較
差
を
踏
ま
え

つ
つ
、
民
間
の
給
与
制
度
の
動
向
、
国
家
公
務
員
や
他
の
地
方
公
共
団
体
の
給
与
の
状
況
を
考
慮
す
る
と
と

も
に
、
職
種
・
職
務
間
、
世
代
間
、
地
域
間
な
ど
の
給
与
配
分
を
検
証
し
つ
つ
、
任
命
権

者
や
職
員
団
体
を
は
じ
め
と
す
る
各
方
面
か
ら
の
意

見
聴
取
も
重
ね
な
が
ら
、
給
与
配
分
を
検
討
。

【
配
分
例
（
１
人
当
た
り
）
】

給
料
月
額
（
本
給
）

C
円
(
 
c’
 ％

)

諸
手
当
（
○
○
手
当
）

D
円
(
 
d
’ 
％
)

は
ね
返
り
分

・
管
理
職
手
当

E
円
(
e
’ 
％
)

※
１

「
は
ね
返
り
分
」
と
は
、
地
域
手
当
の
よ
う
に
給
料
月
額
の
一
定
割
合
で
手
当

額
が
定
め
ら
れ
て

い
る
た
め
、
給
料
月
額
の
改
定
に
伴
い
手
当
額
が
増
減
す
る
分

う
管
理
職
手
当

E
円
(
 
e

 ％
)

・
地
域
手
当

F
円
(
 
f
’ 
％
)

計
X

 円
(
 
x’
 ％

)

を
い
う
。

※
２

管
理
職
手
当
は
、
定
額
化
に
伴
う
経
過
措
置
対
象
者
に
つ
い
て
の
も
の
。

※
３

地
域
手
当
＝
（
給
料
月
額
＋
管
理
職
手
当
＋
扶
養
手
当
）
×
支
給
割
合
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○
手
当

額
の

改
定

３
諸
手
当
の
改
定

○
手
当

額
の

改
定

・
配
分
原
資
や
国
家
公
務
員
、
他
の
地
方
公
共
団
体
、
民
間
の
諸
手
当
の
支
給
状
況
を
踏
ま
え
、
改
定
内
容
を
検
討
。

○
行
政
職
給
料
表
（
一
）
の
改
定

４
給
料
表
の
改
定

・
配
分
原
資
も
踏
ま
え
つ
つ
、
国
家
公
務
員
や
他
の
地
方
公
共
団
体
の
状
況
も
考
慮
し
、
改
定
内
容
を
検
討
。

・
改
定
に
よ
る
ラ
ス
パ
イ
レ
ス
指
数
（
国
の
行
政
職
俸
給
表
（
一
）
と
の
水
準
比
較
）
へ
の
影
響
も
考
慮
。

・
必
要
に
応
じ
、
民
間
の
給
与
構
造
も
参
照
。

・
マ
イ
ナ
ス
改
定
の
場
合
は
、
給
与
構
造
改
革
に
よ
る
給
料
水
準
の
引
下
げ
に
伴
う
経
過
措
置
期
間
中
の
給
料
月
額
（
以
下
、
「
経
過
措
置

額
う

）
改
定

額
」
と
い
う
。
）
を
改
定
。

【
改
定
例
１
】
（
プ
ラ
ス
較
差
の
場
合
）

改
定
方
針
：
給
料
表
を
初
任
給
を
中
心
に
若
年
層
に
限
定
し
た
給
料
月
額
の
引
上
げ
（
中
高
齢
層

は
据
置
き

経
過
措
置
額
は
改
定
な
し

）
改
定
方
針
：
給
料
表
を
初
任
給
を
中
心
に
若
年
層
に
限
定
し
た
給
料
月
額
の
引
上
げ
（
中
高
齢
層

は
据
置
き
、
経
過
措
置
額
は
改
定
な
し
。
）

〔
平
均

c’
 ％

の
改
定
〕

⑴
給
料
表
の
各
号
俸
の
各
金
額
に
、
該
当
人
員
を
入
力
す
る
。

⑵
大
卒
初
任
の
級
・
号
給
付
近
を
（
c’
＋
α
）
%
 
引
上
げ
、
そ
の
後
は
基
幹
号
給
ご
と
に

0
.
1
 
%
 
ず
つ
逓
減
（
（
c’
－
β
）
%
 
ま
で
）
さ
せ

て
い
く
（
百
円
単
位
を
基
本
）
。

⑶
下
位
級
と
上
位
級
で
対
応
す
る
基
幹
号
給
（
一
定
の
昇
格
加
算
額
を
加
算
し
た
直
近
上
位
の
基
幹
号
給
対
応
が
基
本
）
の
改
定
率
は
、
同

率
で
設
定
す
る
。

⑷
現
行
の
昇
格
時
号
給
対
応
を

崩
さ
な
い
よ
う
必
要
な
調
整
を
行
う

⑷
現
行
の
昇
格
時
号
給
対
応
を

崩
さ
な
い
よ
う
必
要
な
調
整
を
行
う
。

⑸
引
上
げ
額
及
び
引
上
げ
率
が
逓
減
し
て
い
く
よ
う
に
、
号
給
ご
と
の
間
差
額
を
調
整
す
る
。

⑹
引
上
げ
対
象
と
な
る
級
・
号
給
に
つ
い
て
、
⑶
～
⑸
の
作
業
を
繰
り
返
し
、
公
民
較
差
と
改
定
額
の
総
計
が
等
し
く
な
る
よ
う
に
す
る
。
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○
行
政
職
給
料
表
（

一
）
の
改
定
（
つ
づ
き

）

４
給
料
表
の
改
定
（
つ
づ
き
）

○
行
政
職
給
料
表
（

）
の
改
定
（
つ
づ
き

）

【
改
定
例

２
】
（
マ
イ
ナ
ス
較
差
の
場
合
）

改
定
方
針
：
同
率
引
下
げ
（
平
均
△

c’
 %
）
を
基
本
と
す
る
が
、
初
任
給
を
中
心
に
若
年

層
は
引
下
げ
を
行
わ
な
い
。
一
方
、
管
理
職
層
に
つ

い
て
は

平
均
を
上
回
る
引
下
げ
（
△
（
c’
 ＋

γ
 
）
%
）

。
経
過
措
置
額
の
算

定
基
礎
と
な
る
額
に
つ
い
て
も
、
引
下
げ
改
定
が

平
回

引
下

（
（

γ
）

）
。
経

措
置
額

算
額

、
引
下

改
行
わ
れ
る
職
員
を
対

象
に
較
差
全
体
を
引
下
げ
改
定
が
行
わ
れ
る
職
員
で
解
消
す
る
こ
と
を
踏
ま
え
た
率
（
△
（
c’
 ＋

δ）
%
）
を

乗
じ
て
得
た
額
に
引
下
げ
。

⑴
給
料
表
の
各
号
俸
、
経
過
措
置
額
の
各
金
額
に
、
該
当
人
員
を
入
力
す
る
。

⑵
引
下
げ
改
定
が
行
わ
れ
る
職
員

の
級

号
給
に
つ
い
て

△
c’
 %

の
引
下
げ

た
だ

し
管
理
職
層
の
職
員
の
級

号
給
に
つ
い
て
は

⑵
引
下
げ
改
定
が
行
わ
れ
る
職
員

の
級
・
号
給
に
つ
い
て

△
c’
 %
 
の
引
下
げ
。
た
だ

し
、
管
理
職
層
の
職
員
の
級
・
号
給
に
つ
い
て
は

△
（
c’
 ＋

γ
）
%
 
の
引
下
げ
。

⑶
経
過
措
置
額
を
受
け
て
い
る
職
員
に
つ
い
て
、
経
過
措
置
額
の
算
定
基
礎
と
な
る
額

に
△
（
c’
 ＋

δ
）
%
 
を
乗
じ
（
１
円
未
満
の
端
数
切

り
捨
て
）
、
経
過
措
置
額
を
算
出
。

⑷
公
民
較
差
と
改
定
額
の
総
計
が
等
し
く
な
る
よ
う
に
、
改
定
額
に
つ
い
て
、
必
要
な
調
整
を
行
う
。

○
昇
格

（
降

格
）
時
号
給
対
応
の
改
定

○
昇
格

（
降

格
）
時
号
給
対
応
の
改
定

・
昇
格
時
号
給
対
応
表
は
、
基
幹
号
給
の
給
料
月
額
に
一
定
の
昇
格
加
算
額
を
加
算
し
た
額
の
直
近
上
位
の
基
幹
号
給
に
対
応
す
る
こ
と
を

基
本
と
し
て
設
定
。

・
昇
格
加
算
額
は
、
昇
格
後
の

職
務
の
級
の
最
大
間
差
額
を
基
礎
と
し
、
前
後
の
級
と
の
バ
ラ
ン
ス
等
を
考
慮
し
つ
つ
設
定
。

昇
格

算
額

、
昇
格
後

職
務

級
最

間
差
額

、
前
後

級
等

考
設

。
・

降
格
時
号
給
対
応
表
は
、
昇
格
時
号
給
対
応
表
を
逆
に
た
ど
っ
た
場
合
の
対
応
関
係
。

【
改
定
例
１
の
場
合
の
例
】

・
各
級
に
つ
い
て
、
一
定
の
昇
格
加
算
額
を
改
定
額
に
加
算
し
た
直
近
上
位
の
基
幹
号
給
対
応
と
な
る
表
を
作
成
し
、
改
定
額
に
応
じ
て
昇

格
時
号
給
対
応
の
基
本
が
維
持
さ
れ
て
い
る
か
確
認
し
つ
つ
、
給
料
表
の
改
定
額
を
調
整
す
る
。

・
上
記
作
業
を
し
た
結
果
、
昇
格
時
号
給
対
応
を
変
え
る
必
要
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
昇
格
時
号
給
対
応
の
基
本
と
な
る
考
え
方
に
基
づ
き
、

昇
格
時
号
給
対
応
表
を
改
定
す
る
。
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４
給
料
表
の
改
定
（
つ
づ
き
）

○
昇
格
（
降
格
）
時
号
給
対
応
の
改
定
（
つ
づ
き
）

【
改
定
例

２
の
場
合
の
例
】

・
改
定
例
２
の
よ
う
に
、
昇
格
時
号
給
対
応
の
基
本
と
な
る
考
え
方
を
維
持
し
つ
つ
、
昇
格
時
号
給
対
応
表
を
改
定
し
な
い
場
合
も
あ
る
。

○
行
政
職
給
料
表
（
一
）
以
外
の
給
料
表
の
改
定

・
行
政
職
給
料
表
（
一
）
と
の
職
務
の
違
い
に
基
づ
い
て
、
行
政
職
給
料
表
（
一
）
と
の
均
衡
を
基
本
。

・
民
間
給
与
実
態
調
査
で
調
査
し
た
相
当
職
種
の
給
与
も
参
照
。

【
改
定
例
１
の
場
合
の
例
】

【
改
定
例
１
の
場
合
の
例
】

改
定
方
針
：
行
政
職
給
料
表
（
一
）
以
外
の
給
料
表
に
つ
い
て
、
行
政
職
給
料
表
（
一
）
と
の
対
応
関
係
を
踏
ま
え
、
対
応
す
る
級
・
号
給
に

つ
い
て
、
同
様
の
改
定
率
（
（
c’

＋
α
）
％

～
（
c’
－
β
）
%
 
）
で
改
定

※
給
料
表
の
改
定
作
業
、
昇
格

時
号
給
対
応
の
改
定
作
業
は
、
行
政
職
給
料
表
（
一
）

と
同
様
。

※
給
料
表
の
改
定
作
業
、
昇
格

時
号
給
対
応
の
改
定
作
業
は
、
行
政
職
給
料
表
（

）
と
同
様
。

【
改
定
例

２
の
場
合
】

改
定
方
針
：
行
政
職
給
料
表
（
一
）
以
外
の
給
料
表
・
経
過
措
置
額
の
算
定
基
礎
と
な
る

額
に
つ
い
て

改
定
方
針
：
行
政
職
給
料
表
（

）
以
外
の
給
料
表

経
過
措
置
額
の
算
定
基
礎
と
な
る

額
に
つ
い
て
、

○
給
料
表
に
つ
い
て
は
、
行
政
職
給
料
表
（
一
）
と
の
対
応
関
係
を
踏
ま
え
、
対
応
す
る
級
・
号
給
に
つ
い
て
、
同
様
の
改
定

率
（

△
c’
 ～

△
（
c’

＋
γ
）
％
）
で
改
定

○
経
過
措
置
額
の
算
定
基
礎
と
な
る
額
に
つ
い
て
も
、
行
政
職
給
料
表
（
一
）
と
の
均
衡
を
考
慮
し
、
当
該
額
に
同
様
の
改
定

率
（

△
（
c’
 ＋

δ
）
%
 
）
を
乗
じ
（
１
円
未
満
の
端
数
切
り
捨
て
）
、
経
過
措
置
額
を
算
出
。

※
給
料
表
の
改
定
作
業
、
昇
格
時
号
給
対
応
の
改
定
作
業
は
、
行
政
職
給
料
表
（
一
）
と
同
様
。
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給料表の構造に独自性を持たせる際の視点 

 

 

○ 職務・職責に応じた給料水準の違いをより徹底させるため、カーブ

をフラット化させ、級の重なりを国より縮小する。 

 

○ 組織の規摸・職制の状況をより的確に反映させるため、級の構成を

国より簡素化する。 

 

○ 職責が同位化し、人事管理上も別々の級として存続させる必要性が

低い級同士を統合し、級の構成を国より簡素化する。 

 

○ 昇任試験の実施による厳格な昇格管理を前提に、級間の差異を設け

る一方、職員の士気を確保する観点から、低位級について国と異なる

号給の構成とする。 

 

○ 能力・実績主義を徹底した人事評価結果の給与への反映を前提に、

国と異なる号給の構成とする。 
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国と団体Ａの給与カーブの比較（行政職（一））

　　

3000

4000

5000

6000

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

➊

➋

➌

➍

➎

○国家公務員・行政職(一)

●団体Ａ・行政職（一）

※ 初号の位置は、それぞれ、昇格時対応に基づき

設定している。

（百円）

俸

給

月

額

平成２１年勧告前

➏

➐

➑

➓

➒

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

➊

➋

➌

➍

➎

○国家公務員・行政職(一)

●団体Ａ・行政職（一）

※ 初号の位置は、それぞれ、昇格時対応に基づき

設定している。

（百円）

俸

給

月

額

昇 給

平成２１年勧告前

➏

➐

➑

➓

➒　　　　　

（参考：一般職の職員の給与に関する法律、団体Ａ給与条例）
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独

自
構

造
の

給
料

表
を
用

い
る
団

体
Ａ
に
お
け
る
行

政
職

給
料

表
（
一

）
の

級
間

の
重

な
り
（
平

成
２
１
年

勧
告

前
）

1
0
0
0

2
0
0
0

3
0
0
0

4
0
0
0

5
0
0
0

6
0
0
0

１
級

２
級

３
級

４
級

５
級

６
級

７
級

８
級

９
級

１
０
級

俸 給 月 額

百
円

職
務
の
級

百
円

国
家
公
務
員

5
3
.7
％

7
8
.7
％

7
2
.5
％

5
6
.0
％

4
8
.9
％

2
0
.5
％

1
1
.4
％

7
0
.1
％

7
0
.7
％

1
0
0
0

2
0
0
0

3
0
0
0

4
0
0
0

5
0
0
0

6
0
0
0

１
級

２
級

３
級

４
級

５
級

６
級

７
級

８
級

９
級

１
０
級

俸 給 月 額

百
円

職
務
の
級

百
円

国
家
公
務
員

5
3
.7
％

7
8
.7
％

7
2
.5
％

5
6
.0
％

4
8
.9
％

2
0
.5
％

1
1
.4
％

7
0
.1
％

7
0
.7
％

5
7
0
％

7
5
4
％

8
1
4
％

8
8
8
％

8
6
6
％

6
6
6
％

6
5
7
％

4
1
6
％

1
1
2
％

4
6
8
％

8
0
3
％

8
0
3
％

7
6
7
％

7
3
7
％

8
0
1
％

8
1
1
％

3
4
8
％

6
9
9
％

7
5
3
％

6
2
3
％

6
1
8
％

4
6
0
％

2
2
3
％

6
9
0
％

7
2
0
％

7
3
3
％

8
7
6
％

8
6
6
％

7
2
9
％

8
3
2
％

5
8
0
％

8
3
1
％

9
0
6
％

8
4
3
％

6
4
9
％

2
1
4
％

0
0
％

8
6
5
％

5
8
2
％

8
1
6
％

6
9
1
％

7
0
8
％

7
2
9
％

6
9
0
％

5
4
6
％

7
1
2
％

5
2
5
％

6
2
4
％

5
2
2
％

4
4
9
％

7
4
2
％

8
5
7
％

6
0
5
％

9
0
7
％

9
0
5
％

8
4
1
％

6
2
7
％

4
2
2
％

6
5
3
％

7
8
1
％

8
1
9
％

8
9
3
％

8
6
6
％

7
9
4
％

7
9
3
％

6
2
2
％

6
4
2
％

8
1
8
％

6
9
8
％

7
5
0
％

5
6
1
％

4
2
5
％

7
8
7
％

7
8
5
％

7
1
3
％

8
8
8
％

7
4
3
％

6
3
6
％

3
9
3
％

8
0
8
％

6
6
5
％

7
2
6
％

6
7
5
％

6
6
9
％

6
1
2
％

4
7
1
％

5
3
9
％

8
0
9
％

9
4
5
％

7
3
5
％

7
6
3
％

5
8
6
％

7
6
0
％

6
5
5
％

8
5
3
％

8
5
2
％

7
1
6
％

6
2
9
％

5
7
7
％8
4
2
％

7
3
5
％

1
0
0
0

2
0
0
0

3
0
0
0

4
0
0
0

5
0
0
0

6
0
0
0

7
0
0
0

１
級

２
級

３
級

４
級

５
級

６
級

７
級

８
級

９
級

１
０
級

給 料 月 額

百
円

職
務

の
級

百
円

団
体
Ａ

5
7
.0
％

7
5
.4
％

8
1
.4
％

8
8
.8
％

8
6
.6
％

6
6
.6
％

6
5
.7
％

4
1
.6
％

1
1
.2
％

　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
）
率
は
１
級
上
位
の
級
と
の
重
な
り
率
で
あ
る
。

（
参
考
：
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
、
団
体
Ａ
給
与
条
例
）
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国と団体Ｂの経験年数別・平均給料（俸給）月額の比較（一般行政職・全学歴）

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

500,000

団体Ｂ

平

均

給

料

月

（円）

国と比較して年齢に応じた平均給料月額の上昇度合いが高い団体の例①

（出典：平成２０年地方公務員給与実態調査、平成２０年国家公務員給与等実態調査）　　
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～
１
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１
～
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３
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３
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５
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５
～
７
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７
～
1
0
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1
0
～
1
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1
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2
0
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2
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～
2
5
年

2
5
～
3
0
年

3
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～
3
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3
5
年

～

団体Ｂ

国

経 験 年 数

平

均

給

料

月

額

（円）

国と比較して年齢に応じた平均給料月額の上昇度合いが高い団体の例①

（出典：平成２０年地方公務員給与実態調査、平成２０年国家公務員給与等実態調査）　　

（資料１９－１）
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国と団体Ｃの経験年数別・平均給料（俸給）月額の比較（一般行政職・全学歴）

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

500,000

平

均

給

料

月

（円）

国と比較して年齢に応じた平均給料月額の上昇度合いが高い団体の例②
（国と比較して若年層の平均給料月額が低い一方、中高齢層の平均給料月額が高い団体の例）

（出典：平成２０年地方公務員給与実態調査、平成２０年国家公務員給与等実態調査）　　
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７
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７
～
1
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～
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年

1
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～
2
0
年

2
0
～
2
5
年

2
5
～
3
0
年

3
0
～
3
5
年

3
5
年

～

団体Ｃ

国

経 験 年 数

平

均

給

料

月

額

（円）

国と比較して年齢に応じた平均給料月額の上昇度合いが高い団体の例②
（国と比較して若年層の平均給料月額が低い一方、中高齢層の平均給料月額が高い団体の例）

（出典：平成２０年地方公務員給与実態調査、平成２０年国家公務員給与等実態調査）　　

（資料１９－２）
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福
島

県
静

岡
県

鳥
取

県
給
料
表
の
水
準

国
と

同
じ

国
と
異
な
る

全
く

一
部

全
く
の

同
じ

独
自

独
自

○ ○ ○ ○ ○ ○

給
　
料
　
表
　
名

一
般

行
政

職
給

料
表

技
能
労
務
職
給
料
表

公
安
職
給
料
表

教
育
職
給
料
表

研
究
職
給
料
表

医
療
職
給
料
表
㈠

給
　
料
　
表
　
名

給
料
表
の
水
準

国
と

同
じ

国
と
異
な
る

全
く

一
部

全
く
の

同
じ

独
自

独
自

一
般

行
政

職
給

料
表

○

技
能
労
務
職
給
料
表

○

研
究
職
給
料
表

○

医
療
職
給
料
表
⑴

○

医
療
職
給
料
表
⑵

○

医
療
職
給
料
表
⑶

○

給
　
料
　
表
　
名

給
料
表
の
水
準

国
と

同
じ

国
と
異
な
る

全
く

一
部

全
く
の

同
じ

独
自

独
自

一
般

行
政

職
給

料
表

○

現
業
職
給
料
表

○

公
安
職
給
料
表

○

教
育
職
給
料
表
⑴

○

教
育
職
給
料
表
⑵

○

研
究
職
給
料
表

○

国
の

俸
給

表
構

造
を

援
用
し

つ
つ
水
準

の
調
整

を
行
う
都

道
府

県
・

指
定

都
市

に
お

け
る

給
料

表
の

水
準

の
状

況
（
平

成
２
１
年

勧
告
前

）

○○ ○ ○○ ○

小
中

学
校

教
員

職
給
料
表

（
企

業
）

行
政

職
給
料
表

任
期

付
研

究
員

給
料
表

医
療

職
給

料
表

㈠

医
療

職
給

料
表

㈡

医
療

職
給

料
表

㈢
○

福
祉

職
給

料
表

特
定

任
期

付
研

究
員
給
料
表

○

医
療

職
給

料
表
⑶

○ ○

高
等
学
校
等
教
育
職
給
料
表

○

中
学
校
小
学
校
教
育
職
給
料
表

○

公
安

職
給

料
表

○

企
業

職
⑴

給
料

表
○

企
業

職
⑵

給
料

表
○

第
１
号
任
期
付
研
究
員
給
料
表

○
第
２
号
任
期
付
研
究
員
給
料
表

○

特
定

任
期

付
職

員
給

料
表

○

が
ん
セ
ン
タ
ー
事
業
職
給
料
表

○

が
ん
セ
ン
タ
ー
研
究
職
給
料
表

○
が
ん
セ
ン
タ
ー
医
療
職
給
料
表
⑴

○ ○

が
ん
セ
ン
タ
ー
医
療
職
給
料
表
⑶

○

○

が
ん

セ
ン

タ
ー

任
期

付
企

業
研

究
員

⑴
○

が
ん

セ
ン

タ
ー

任
期

付
企

業
研

究
員

⑵
○

が
ん
セ
ン
タ
ー
医
療
職
給
料
表
⑵

○

○

研
究
職
給
料
表

○

海
事
職
給
料
表

○

医
療
職
給
料
表
⑴

○

医
療
職
給
料
表
⑵

〃
（

医
療

職
給

料
表

⑶
に

同
じ

）

特
定
任
期
付
研
究
員

医
療
職
給
料
表
⑶

○ ○

〃
（
医
療
職
職
給
料
表
⑵
に
同
じ
）

○

企
業

局
企

業
職

員
（

行
政

職
給

料
表

に
同

じ
）

○

〃
（
現
業
職
給
料
表
に
同
じ
）

○
病

院
局

企
業

職
員

（
行

政
職

給
料

表
に

同
じ

）
○

〃
（
現
業
職
給
料
表
に
同
じ
）

〃
（
医
療
職
職
給
料
表
⑴
に
同
じ
）
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岡
山

県
山

口
県

愛
媛

県

医
療

職
㈢

給
料

表

同
じ

独
自

独
自

給
　

料
　

表
　
名

一
般

行
政

職
給

料
表

技
能

労
務

職
給

料
表

研
究

職
給

料
表

医
療

職
㈠

給
料

表

医
療

職
㈡

給
料

表

給
料
表
の
水

準

国
と

同
じ

国
と
異

な
る

全
く

一
部

全
く

の

○ ○ ○ ○ ○ ○

国
と

同
じ

国
と

異
な
る

全
く

一
部

全
く
の

同
じ

独
自

独
自

 
行

政
職

給
料

表
（

一
般

行
政

職
給

料
表

）
○

給
　

料
　

表
　

名

給
料

表
の
水
準

 
現
業
職
給
料
表
（
技
能
労
務
職
給
料
表
）

○

公
安

職
給

料
表

○

海
事

職
給

料
表

○

研
究

職
給

料
表

○

医
療

職
給

料
表
㈠

○

国
と

同
じ

国
と
異
な
る

全
く

一
部

全
く
の

同
じ

独
自

独
自

一
般

行
政

職
給

料
表

○

給
　
料
　
表
　
名

給
料
表
の
水
準

技
能
労
務
職
給
料
表

○

公
安
職
給
料
表

○

研
究
職
給
料
表

○

医
療
職
給
料
表
㈠

○

医
療
職
給
料
表

㈡
○

医
療

職
㈢

給
料

表

教
育

職
㈠

給
料

表

小
中

教
育

職
給

料
表

○

○

（
企

業
）

行
政

職
給
料
表

○

○

○
公

安
職

給
料

表

医
療

職
給

料
表
㈠

○

医
療

職
給

料
表

㈡
○

医
療

職
給

料
表

㈢
○

教
育

職
給

料
表

㈠
○

教
育

職
給

料
表

㈡
○

 
企

業
職

（
行

政
職

と
同

じ
）

○ ○

第
一

号
任

期
付

研
究

員
○

第
二

号
任

期
付

研
究

員
○

 
企

業
職

（
現

業
職

と
同

じ
）

○

医
療
職
給
料
表

㈡
○

医
療
職
給
料
表
㈢

○

大
学
教
育
職
員
給
料
表

○

中
学

校
・

小
学

校
教

育
職

員
給

料
表

○

高
等

学
校

等
教

育
職

員
給

料
表

31



高
知

県
堺

市

給
　

料
　
表
　
名

給
料

表
の

水
準

国
と

同
じ

国
と

異
な

る

全
く

一
部

全
く

の
同
じ

独
自

独
自

一
般

行
政

職
給

料
表

○

技
能

労
務

職
給
料
表

○

研
究

職
給

料
表

○

医
療

職
給

料
表
⑴

○

医
療

職
給

料
表
⑵

○

医
療

職
給

料
表
⑶

○

給
　

料
　

表
　

名

給
料
表
の
水
準

国
と

同
じ

国
と
異
な
る

全
く

一
部

全
く
の

同
じ

独
自

独
自

一
般

行
政

職
給

料
表

○

現
業

職
給

料
表

○

医
療

職
給

料
表

⑴
○

医
療

職
給

料
表

⑵
○

医
療

職
給

料
表

⑶
○

消
防

職
給

料
表

○
医

療
職

給
料
表
⑶

○

教
育

職
給

料
表

○

高
等

学
校

等
教
育
職
給
料
表

○

小
学
校
・
中
学
校

等
教

育
職

給
料

表
○

警
察

官
給

料
表

○

（
企

業
）

技
能
労
務
職
給
料
表

○

（
企

業
）

一
般
行
政
職
給
料
表

○

（
企

業
）

医
療
職
給
料
表
⑵

○

（
企

業
）

医
療
職
給
料
表
⑶

○

消
防

職
給

料
表

○

○

福
祉

職
給

料
表

○

行
政
職
給
料
表
（
学
校
事
務
）

○

特
定

任
期

付
職

員
○

高
等

学
校

教
育

職
給

料
表

○

 
小

・
中

学
校

教
育

職
給

料
表

（
大

阪
府

）

○
（

企
業

）
医
療
職
給
料
表
⑴

（
参

考
：
平
成
２
１
年
度
地
方
公
務
員
給
与
実
態
調
査
）

【
凡

例
】

全
く

同
じ

…
国
の

俸
給
月
額

に
対
応
す
る
各
級
号
給
の
給
料
月
額
が
、
国
と
全
く
同

じ
も

の
。

一
部

独
自

…
国
の

俸
給
月
額

に
対
応
す
る
各
級
号
給
の
給
料
月
額
が
、
国
と
一
部
異

な
る

も
の
。

全
く

独
自

…
国
の

俸
給
月
額

に
対
応
す
る
各
級
号
給
の
給
料
月
額
が
、
国
と
全
く
異

な
る

も
の
。
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職種別民間給与実態調査と賃金構造基本統計調査の比較

名 称 職種別民間給与実態調査 賃金構造基本統計調査
（人事院・人事委員会） （厚生労働省）

対象事業所 企業規模５０人以上かつ事
業所規模５０人以上の事業
所

常用労働者５人以上の事業
所

象 事 事調査対象
事業所数

約５万２百事業所 約１３３万事業所

調査実
事業所数

約１万１千事業所 約７万８千事業所

対象労働者 常勤の従業員（雇用期間の 常用労働者（①雇用期間の対象労働者 常勤の従業員（雇用期間の
定めのない者に限る）

常用労働者（①雇用期間の
定めのない者、②１箇月超の
雇用期間の者、③１箇月以内
の雇用期間の者又は日々雇
用労働者で４月及び５月にそ
れぞれ１８日以上雇用された
者）

パートタイム労働者は除く パートタイム労働者を含む
（但し、項目により一般労働者と区別）

販売員等は除く 販売員等を含む

調査対象 約３３５万人 約３ ７００万人調査対象
労働者数

約３３５万人 約３，７００万人

調査
実員数

約４３万人 約１６１万人

調査時点 当年４月分の最終給与締切 前年６月末（最終給与締切
）日 日）

※１ 「パートタイム労働者」は、次のいずれかに該当する者である。
① １日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い者
② １日の所定労働時間が一般の労働者と同じで、１週の所定労働日数が一般の労働者よりも短い者

※２ 職種別民間給与実態調査は平成２１年のものであり、賃金構造基本統計調査は平成２０年のもの。
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「
技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
係
る
基
本
的
考
え
方
に
関
す
る
研
究
会
」
報
告
書
の
ポ
イ
ン
ト

○
趣

旨
民
間
事
業
者
と
比
べ
て
水
準
が
高
い
の
で
は
な
い
か
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
技
能
労
務

研
究

会
の

概
要

職
員

＊
（
清
掃
職
員
、
用
務
員
、
学
校
給
食
員
等
）
の
給
与
に
つ
い
て
、
給
与
決
定
の
基
本
的

考
え
方
を
整
理
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
具
体
的
な
反
映
手
法
等
に
つ
い
て
研
究
す
る
。

＊
法

令
上

の
用

語
は
、
「
単

純
な
労

務
に
雇

用
さ
れ
る
者

」
（
地

公
法

第
５
７
条

）
。
法

制
定

時
か
ら
の
沿

革
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
後
の
時

代
の
変
遷
を
経
て
、
業
務
の
実
態
は
、
「
単
純
な
労
務
」
と
の
語
か
ら
一
般
に
受
け
る
語
感
と
は
合
致

し
な
い
部
分
も

そ
の
後
の
時

代
の
変
遷
を
経
て
、
業
務
の
実
態
は
、

単
純
な
労
務
」
と
の
語
か
ら

般
に
受
け
る
語
感
と
は
合
致

し
な
い
部
分
も

あ
る
こ
と
に
は
留

意
が
必

要
。

技
能

労
務

職
員

の
給

与
に
つ
い
て
は

、
人

事
委

員
会

の
勧

告
対

象
と
な
ら
ず
、
団

体
交

渉
を
経

て
労
働
協

約
を
締

結
で
き
る
な
ど
、
法

の
適

用
関

係
が

他
の

地
方

公
務

員
と
異

な
る
。

○
検

討
経

緯
平

成
２

０
年

４
月

～
平
成

２
１
年

３
月
に

計
１
０

回
開
催

そ
の

間
、

委
員

に
よ

る
地

方
公

共
団

体
現

地
調

査
、

「
中

間
と

り
ま

と
め

」
に

対
す

る
意

見
募

集
、

地
方

公
共

団
体

労
働

組
合

関
係

者
ヒ

ア
リ

ン
グ

等
を

実
施

労
働
協

約
を
締

結
き
る
な

、
法

適
用

関
係

他
地

方
公

務
員

異
な
る
。

地
方

公
共

団
体
・

労
働

組
合

関
係

者
ヒ

ア
リ

ン
グ

等
を

実
施
。

（
座
長
）

佐
藤

博
樹

東
京
大

学
社
会
科
学
研
究
所
教
授

研
究

会
構

成
員

（
委
員
）

浅
羽

隆
史

白
鴎
大

学
法
学
部
准
教
授

阿
部

正
浩

獨
協
大

学
経
済
学
部
教
授

岡
田

真
理
子

和
歌
山

大
学
経
済
学
部
准
教
授

川
田

琢
之

筑
波
大

学
ビ
ジ
ネ
ス
科
学
研
究
科
准
教
授

齊
藤

正
憲

三
菱
電

機
株
式
会
社
専
務
執
行
役
取
締
役
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１
給
料
表
作
成
に
当
た
っ
て
の
基
本
的
考
え
方

各
論
点
に
つ
い
て
の
検
討

○
技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
つ
い
て
も
、
「
職
務
給
の
原
則
」
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
給
料
表
の
級
や
号
給
は
、
職
務
内

容
や
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
の
違
い
に
応
じ
て
設
定
さ
れ
、
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
。

○
技
能
労
務
職
員
と
国
の
行
政
職
俸
給
表
(二

)（
行
(二

)）
適
用
職
員
の
職
務
内
容
は
全
て
が
一
致
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、

類
似
職
種
と
言
え

キ
ャ
リ
ア
パ

ス
も
同
様
で
あ
る
場
合
に
は

行
(二

)の
構
造
を
援
用
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ

る
そ
の
場

類
似
職
種
と
言
え
、
キ
ャ
リ
ア
パ

ス
も
同
様
で
あ
る
場
合
に
は

、
行
(二

)の
構
造
を
援
用
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ

る
。
そ
の
場

合
も
、
水
準
に
つ
い
て
は
、
地
域
の
民
間
給
与
水
準
を
反
映
す
べ
き
。

○
各
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
、
行
(二

)を
用
い
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
行
(二

)の
水
準
と
乖
離
し
て
い
る
実
態
が
あ

れ
ば
、
説
明
責
任
が
求
め
ら
れ
る
。

れ
ば
、
説
明
責
任
が
求
め
ら
れ
る
。

○
民
間
労
働
者
に
つ
い
て
賃
金

セ
ン
サ
ス
の
デ
ー
タ
を
抽
出
し
て
比
較
す
る
と
、
技
能
労
務
職
員
の
方
が
年
功
的
な
傾
向
が

見
ら
れ
る
。
技
能
労
務
職
員
に
つ
い
て
独
自
の
給
料
表
を
用
い
る
場
合
に
も
、
徒
に
年
功
的
な
給
与
制
度
・
運
用
と
す
べ
き

で
は

な
い
。

○
給
与
の
比
較
に
際
し
て
は
、
職
務
内
容
に
つ
い
て
の
十
分
な
分
析
が
必
要
。
「
均
衡
の
原
則
」
等

を
定

め
る
制

度
の

沿
革

を
踏
ま
え
て
も
、
技
能
労
務
職
員
と
民
間
労
働
者
の
給
与
水
準
の
比
較
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
重
要
。

２
民
間

給
与

水
準

の
調

査
・
比
較
手
法

○
考
え
ら
れ
る
具
体
的
な
手
法
は
、
以
下
の
と
お
り
。
各
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
独
自
の
工
夫
を
加
え
る
こ
と
も
可
能
。

①
独
自
調
査
を
実
施
す
る
手
法

～
人

事
委

員
会

に
よ
る
職

種
別

民
間

給
与

実
態

調
査

と
あ
わ
せ

て
調

査
を
実

施
し
、
技

能
労

務
職

員
の
デ

ー
タ
と
比

較
（
ラ
ス
パ
イ
レ
ス
比

較
等

）
。

②
ⅰ

）
賃
金
セ
ン
サ
ス
を
活
用
し
、
「
同
種
・
同
等
」
の
者
を
抽
出
す
る
手
法

～
統
計
法
上
の
使
用
承
認
手
続
を
経
て
、
個
人
（
匿
名
）
デ
ー
タ
を
入
手
し
、
技
能
労
務
職

員
の
デ
ー
タ
と
抽
出
比
較
（
ラ
ス
パ
イ
レ
ス
比
較
等
）
。

②
ⅱ

）
賃

金
セ
ン
サ
ス
を
活

用
し
、
職
種
ご
と
の
相
対
水
準
を
算
出
す
る
手
法

②
）
賃

を
活

用
、
職
種

相
対
水
準
を
算
出
す
る
手
法

～
一

般
行

政
職

類
似

職
種

と
技

能
労

務
職

相
当

職
種

の
水

準
比

を
算

出
。

※
公
表
デ
ー
タ
に
よ
る
比
較
結
果
と
個
人
（
匿
名
）
デ
ー
タ
に
よ
る
抽
出
比
較
結
果
に
大
き
な
差
異
は
な
く
、
公
表
デ
ー
タ
の
み
で
も
合
理
的
。

③
①

、
②

を
基

に
年

次
更

新
す
る
手

法

35



○
技
能
労
務
職
員
は

労
働
組

合
と
職
員
団
体
の
い
ず
れ
に
も
加
入
で
き
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
が

労
働
協
約
を
締
結
す
る

３
交

渉
手

続

○
技
能
労
務
職
員
は
、
労
働
組

合
と
職
員
団
体
の
い
ず
れ
に
も
加
入
で
き
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
が
、
労
働
協
約
を
締
結
す
る

の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
主
体
は
労
働
組
合
で
あ
る
こ
と
に
留
意
が
必
要
。

○
交
渉
手
続
が
適
法
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
事
後
的
に
無
用
の
ト
ラ
ブ
ル
を
生
じ
さ
せ
な
い
た

め
に
も
、
法
の
定
め
る
手
続
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
こ
と
が
重
要
。
（
報
告
書

で
は
、
誠
実
交
渉
義
務
や
労
働
協
約
の
効
力

等
に
つ
い
て
確
認
。
）

４
説

明
責

任

○
技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
つ
い
て
も
、
十
分
な
説
明
責
任
を
果
た
し
た
上
で
、
住
民
の
理
解
と
納
得
を
得
る
こ
と
が
必
要
。

○
現
行
制
度
上
、
給
与
公
表
の
仕
組
み
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
各
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
は
、
引
き
続
き
、
公
表

を
徹
底
す
る
こ
と
が
必
要
。

○
「
給
与
情
報
等

表
全
地
方

共
体
間

較
を

能
す
る
も

あ
り

か
デ

給
与

○
「
給
与
情
報
等
公
表
シ
ス
テ
ム
」
は

、
全
地
方
公
共
団
体
間
の
比
較
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
モ
デ
ル
給
与
の

考
え
方

を
含

む
網

羅
的

な
項

目
設

定
と
な
っ
て
い
る
。
一

部
の

地
方

公
共

団
体

に
お
い
て
は

未
実

施
で
あ
る
が

、
速

や
か

に
総
務
省
の
示
す
共
通
様
式
に
沿
っ
た
公
表
を
行
う
べ
き
。

○
住
民
に
広
く
情
報
提
供
を
す
る
た
め
に
は

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
だ
け
で
な
く

広
報
誌
な
ど
多
様
な
媒
体
を
活
用
し

わ
か

り
や

○
住
民
に
広
く
情
報
提
供
を
す
る
た
め
に
は

、
ホ

ム
ペ

ジ
だ
け
で
な
く
、
広
報
誌
な
ど
多
様
な
媒
体
を
活
用
し
、
わ

か
り
や

す
い
広
報
を
行
う
こ
と
が
必
要
。

研
究

会
報

告
書
を
受
け
た
総
務
省

と
し

の
今
後

の
対
応

○
各
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
策
定
・
公
表
し
て
い
る
「
技
能
労
務
職
員
等
の
給
与
等
の
見
直
し
に
向
け
た
取
組
方
針
」

に
沿
っ
た
取
組
を
引
き
続
き
支
援
。

研
究

会
報

告
書
を
受
け
た
総
務
省

と
し
て
の
今
後

の
対
応

に
沿
っ
た
取
組
を
引
き
続
き
支
援
。

○
研

究
会

報
告

書
を
活

用
し
た
給

与
の

見
直

し
に
取

り
組

む
よ
う
、
通

知
の

発
出

や
会

議
の

開
催

等
の

機
会

を
活

用
し
て

周
知
。
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級数 ８級制

構造 基本的に県と同じ

水準 基本的に県と同じ

級数 ９級制

構造 国と同じ

水準 国と同じ

級数 ８級制

構造 全くの独自

水準 －

愛媛県 松山市

水準調整の概要

国の俸給月額を基本とし、大卒初
任給の号給（１級２９号給）の額を
１．２％引上げ、その後は基幹号
給ごとに引上げ率を０．１％ずつ、
０．２％まで逓減する調整。

給料表

山口県 山口市

水準調整の概要
国の俸給月額を、平均０．５５％引
き上げることを基本に調整。

給料表

給料表

福島県 福島市

水準調整の概要
国の俸給月額を平均１．６８％引
上げることを基本に調整。

岡山県 岡山市（人事委員会設置）

独自の水準調整を行っている都道府県の

県庁所在市の給料表の状況（平成21年勧告前）

級数 ８級制

構造 全くの独自

水準 －

級数 ８級制

構造 国と同じ

水準 国と同じ

級数 ８級制

構造 全くの独自

水準 －

級数 ８級

構造 国と同じ

水準 国と同じ

鳥取県 鳥取市

水準調整の概要

給料表は平成１９年勧告前の国
の俸給表に準じたままとし、さらに
給料表の額に１０００分の３５を乗
じて得た額を減じた額を給料月額
とする。

給料表

水準調整の概要

国の俸給月額に、民間との較差に
見合う額５００円（較差（５６８円）
から１００円未満を切り捨てた額）
を加算。

給料表

静岡県 静岡市（人事委員会設置）

水準調整の概要

給料表は国の俸給表に準じて改
定し、さらに給料表の額に１００分
の１００．９を乗じて得た額を給料
月額とする。

給料表

愛媛県 松山市

水準調整の概要
国の俸給月額を、０．４３％引き上
げる調整。

給料表

高知県 高知市

（参考：平成２１年地方公務員給与実態調査、各地方公共団体の給与条例等）
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○
　

全
団

体
（
単
位
：
団
体
）

区
　
分

構
造
の
状
況

1
7

2
9

0
1

0
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１
　
本
表
は
、
各
地
方
公
共
団
体
の
給
料
表
の
級
数
を
そ
の
構
造
に
関
わ
ら
ず
外
形
的
に
集
計
し
た
も
の
で
あ
る
。

計区

　
２
　
（
　
　
）
内
は
、
団
体
区
分
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
構
成
比
を
計
算
し
た
も
の
で
あ
る
。

町 村

地
方
公
共

団
体

に
お
け
る

級
制

別
の
団
体

数
（

一
般
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・

平
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２
１
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勧

告
前
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（
参
考
：
平
成
２
１
年
地
方
公
務
員
給
与
実
態
調
査
）
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